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はじめに 

 

１ 計画策定の趣旨 

国は、東日本大震災（平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこ

れに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）の発生等を踏まえ、平成 25 年 12

月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化

基本法」（以下、「国土強靭化基本法」という。）を施行。同法に基づき、平成 26 年 6

月には「国土強靭化基本計画」が策定され、適宜見直されながら大規模自然災害等に

備えた国づくりが進められている。 

また、熊本県においては、熊本地震やこれまで発生した多くの自然災害を踏まえて、

平成 29 年 10 月に「熊本県国土強靭化地域計画」（以下「県地域計画」という）を策

定。令和 2 年 7 月豪雨や新型コロナウイルス感染症の発生により得られた教訓や国

の見直しを踏まえ、令和 3年 12月に計画が改定された。 

本市においても大災害がいつどこで発生してもおかしくないとの認識の下、国や県

の国土強靭化に関する計画を踏まえ、災害の被害を最小限に抑えるとともに、迅速な

復旧復興へとつながるよう、自助、共助、公助の観点から地域力を活かした地域防災

力の向上および災害に強く安全安心なまちづくりを着実に推進するため、令和 2年 3

月「合志市国土強靭化地域計画」を策定。大規模災害に備えるための防災体制を整備

し、災害に強く、安全安心に生活できる地域づくりを目指し計画を推進してきたとこ

ろである。今回は国土強靭化計画策定から 5年経過するため、デジタル技術の活用に

よる施策の高度化、地域における防災力の一層の強化を図るため、計画改定を実施す

るものである。 
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２ 計画の位置づけ 

「合志市国土強靭化地域計画」は、国土強靭化基本法第 13 条の規定に基づき策

定するものであり、国の「国土強靭化基本計画」及び「熊本県国土強靭化地域計画」

を踏まえた上で、「合志市総合計画」との整合性を図りながら、「合志市地域防災計

画」を網羅し、今後起こり得る大規模自然災害に対して、総合的な防災体制を整備

して、災害に強く、安全安心に生活できる地域づくりを目指していくための計画と

位置づけする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画は、今後の社会経済情勢等の変化や国土強靭化施策の進捗状況等を考慮し、

概ね 5年とする。 

  ただし、計画期間内においても施策の進捗や急変する気象状況や環境、社会情勢の

大きな変化等により見直しが必要な場合は、適宜見直しを行うものとする。 
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第１章  基本的な考え方 

 

１ 基本目標 

国土強靭化基本法第 14 条において、地域計画は、国土強靭化基本計画との調和

が保たれたものでなければならないとされているため、基本計画や基礎自治体とし

ての役割などを踏まえ、以下のとおり基本目標を定める。 

① 人命の保護が最大限図られる 

② 市の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

③ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧復興 

 

２ 事前に備えるべき目標 

   基本目標を達成するため、あらゆるリスクを見据えつつ、どのような事が起こ

ろうとも最悪の事態に陥る事が避けられるような強靱な行政機能や地域社会、地

域経済を作り上げるため、事前に備えるべき目標を次のとおり設定する。 

① あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

② 救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生

活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限防ぐ 

③ 必要不可欠な行政機能は確保する 

④ 情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワ

ーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

⑤ 経済活動を機能不全に陥らせない 

⑥ 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 
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３ 強靭化を推進する上での基本的な方針 

  国土強靱化の理念を踏まえ、大規模自然災害に備えて、事前防災、減災及び迅速な

復旧復興に資する強靱な地域づくりについて、東日本大震災や熊本地震など過去の

災害から得られた経験を教訓としつつ、以下の方針に基づき推進する。 

 

（１）市民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理 

① 被害を最小に抑え、地域経済を支える防災インフラを整備すること 

② 予防保全型メンテナンスへの本格転換など防災インフラ施設の老朽化対策に取

り組むこと 

③ 避難所としても活用される学校施設等の環境改善・防災機能の強化に取り組む 

こと 

④ 自然環境が有する多様な機能(グリーンインフラ)の活用を検討すること 

⑤ 建設・医療を始め国土強靱化に携わるあらゆる人材の育成、防災体制・機能の拡

充・強化に取り組むこと 

 

（２）経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靭化 

① 壊滅的な損害を受けない耐災害性の高い構造物補強に努めること 

② 人員の避難・物資輸送の強化・複数経路の確保・防災拠点の整備にあたること 

③ 予防保全型メンテナンスへの本格転換などライフライン施設の老朽化対策に取

り組むこと 

④ 災害や海外情勢の変化にも強靱なエネルギー・食料の安全保障と水の安定供給 

に努めること 

 

（３）デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化 

① 事前防災・地域防災に必要な情報の創出・確度向上・デジタルでの共有に努める

こと 

② 被災者の救援救護や災害時の住民との情報共有にデジタル（ロボット・ドロー 
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ン・ＡＩ等）を最大限活用すること 

③ 災害時における個人確認の迅速化・高度化に努めること 

④ 災害時にもデータを失うことがないよう分散管理を検討すること 

⑤ デジタルを活用した交通・物流ネットワークの確保を検討すること 

⑥ その他様々な地域の課題をデジタルで解決できるよう取り組むこと 

 

（４）災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化 

① 民間施設でも早期に強靱な構造物へ補強等が可能な支援を検討すること 

② 民間施設においても適切な情報伝達と早期避難が可能な支援を検討すること 

③ 非常電源設備を始め民間施設のライフライン確保への支援を検討すること 

④ 防災投資や民間資金活用・公共性の高い民間インフラの維持管理など官民連携 

の強化に努めること 

 

（５）地域における防災力の一層の強化 

① 避難生活における災害関連死の最大限防止にあたること 

② 地域一体となった人とコミュニティのレジリエンス1の向上に努めること 

③ 地元企業やＮＰＯ等の多様な市民セクターの参画による地域防災力の向上に取

り組むこと 

④ ＤＥＩ（多様性・公平性・包摂性）の観点を踏まえたＳＤＧｓとの協調を図るこ 

 と 

⑤ 男女共同参画・女性の視点に立った防災・災害対応・復旧復興の推進に取り組む

こと 

⑥ 高齢者・障がい者・こども等の要配慮者へのデジタル対応を含めた支援に取り組

むこと 

⑦ 若者から高齢者まで幅広い年齢層における防災教育・広報と要配慮者を含めた 

 

1 復元力、再起力 
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双方向のコミュニケーションを図ること 

⑧ 外国人も含めた格差のない情報発信・伝達に取り組むこと 

⑨ 地域の貴重な文化財を守る防災対策と地域独自の文化や生活様式の伝承に取り

組むこと 

⑩ 地域特性を踏まえた教育機関や地域産業との連携に努めること 

⑪ 国土強靱化地域計画の再チェックとハード・ソフト両面の内容の充実を検討す 

ること 
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第２章  本市の地域特性 

１ 地理的特性 

（１）位置 

 本市は、熊本市の北東部に位置し、東西は約 12㎞、南北は約 8㎞に広がり、総面積

は 53.19ｋ㎡と災害リスクの少ない平坦かつコンパクトな都市である。熊本都市計画区

域において本市はその構成都市の一つとして整備が進められてきたため、市の南側に

住宅を中心とした市街地を有しており、中心部分には 500㏊にも及ぶ大規模な国・県有

地を有している。 

また、空港・鉄道・高速道路等への交通アクセスにも優れており、九州を南北につな

げている九州縦貫道路に対して、平成 31年に完成した北熊本スマートインターチェン

ジをはじめ今後整備される各種インターチェンジによって簡単に接続ができるうえ、

中九州横断道路の完成による九州の東西間の移動が容易になり、本市の交通アクセス

の利便性は、さらに高まる。 

平成 28 年熊本地震の際は、植木インターチェンジ以南の通行が遮断されたため、車

両は本市を通って他市町村へ

と向かった。県下で避難地域

への対応が進まない中、受け

入れの難しい物資を本市で預

かり、被災地へと繋いだ。さ

らに、自衛隊の災害拠点が本

市の県農業公園に設けられる

とともに、自衛隊演習場用地

も活動拠点として活用された。 

一方で、救援車両や物資輸

送車両が集中した結果、長期

間にわたり道路が渋滞する事

態を招いた。 
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今後、南海トラフ地震などの大災害による直接的な被害、または道路寸断、建物倒壊

などの二次災害が起こる中で、本市の交通アクセスの利便性等を考慮すると、本市を通

る道路は人命救助、物資支援などの緊急的輸送路として、熊本地震時よりも、さらに多

くの車両が通行することが予想される。市内を通る国道 387号や県道大津植木線、県道

大津西合志線、幹線市道などは大渋滞を起こし、緊急支援活動が大幅に停滞する事態に

陥る可能性がある。 

一分、一秒が命取りになりかねない状況の中、国や県の主導のもとで自衛隊、関係機

関、ボランティア団体などが各地で迅速に支援活動を展開するためには、各種道路の整

備が必須である。災害時の早期復旧を可能にするため、各種道路等の整備による交通麻

痺の解消を各関係機関に要請していく。 
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（２）地形 

  本市で最も標高が低いのは南西部で、最も高い東部との標高差は約 100ｍとなって

いる。中央部を東西に分水界が通り、西から東へ緩やかに起伏する地形となっている。

高い山は存在しないが、弁天山、群山、飯高山などの小山があり、菊池川水系の上生

川、塩浸川、上庄川、日向川と坪井川水系の堀川などの河川が流れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：2012 年度（平成 24 年度）都市計画基礎調査 
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（３）土地利用現況 

本市の土地利用現況をみると、53.4％が自然的土地利用であり、その大半が農地

（田・畑）で、全体の 39.3％となっている。都市的土地利用では宅地が 18.5％で最

も多く、次いで公益施設用地となっている。 

市街化区域では、91.5％が都市的土地利用で、そのうち宅地が全体の 57.0％を占

めている。市街化区域内に農地や山林が僅かながら分布しており、潤いをもたらして

いる。市街化調整区域では、自然的土地利用と都市的土地利用の割合が概ね 3：2 で

あり、自然的土地利用では、44.5％を農地が占めている。都市的土地利用では、宅地

が 13.0％と最も多く、次いで公益施設が 11.7％と多いことが特徴としてみられる。 

また、本市には比較的大きな国県有地が数多く分布し、これらの占める割合が高く

なっている。 

（土地利用面積） 

 
実数（ha） 構成比（％） 

市街化区域 市街化調整区域 合 計 市街化区域 市街化調整区域 合 計 

自

然

的

土

地

利

用 

農
地 

田 0.0 609.6 609.6 0.0 13.1 11.5 

畑 16.1 1464.1 1480.2 2.4 31.4 27.8 

小 計 16.1 2073.7 2089.8 2.4 44.5 39.3 

山  林 17.0 524.1 541.1 2.6 11.3 10.2 

水  面 4.6 30.6 35.2 0.7 0.7 0.7 

その他の自然地 18.3 152.6 170.9 2.8 3.3 3.2 

小 計 56.0 2781.0 2837.0 8.5 59.7 53.4 

都

市

的

土

地

利

用 

宅
地 

住宅用地 318.9 465.2 784.1 48.4 10.0 14.7 

商業用地 30.5 49.6 80.1 4.6 1.1 1.5 

工業用地 26.4 91.3 117.7 4.0 2.0 2.2 

小 計 375.8 606.1 981.9 57.0 13.0 18.5 

農林漁業施設用地 1.4 107.0 108.4 0.2 2.3 2.0 

公益施設用地 67.5 543.9 611.4 10.2 11.7 11.5 

道路用地 110.0 333.8 443.8 16.7 7.2 8.3 

交通施設用地 4.9 13.0 17.9 0.7 0.3 0.3 

公共空地 20.4 37.5 57.9 3.1 0.8 1.1 

その他の公的施設用地 0.1 68.4 68.5 0.0 1.5 1.3 

その他の空地 22.9 167.2 190.1 3.5 3.6 3.6 

小 計 603.0 1876.9 2479.9 91.5 40.3 46.6 

不明 0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

合 計 659.0 4658.0 5317.0 100 100 100 

出典：2021 年度（令和 3 年度）都市計画基礎調査 
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２ 自然環境 

（１）気候 

本市は、熊本地方と阿蘇地方に挟まれており、熊本平野を中心として夏は蒸し 

暑く、冬の冷え込みが厳しい内陸的な気候である。しかしながら、農業には適し 

た気候であり、施設園芸が盛んな地域である。 

 

（２）降水量 

県全体として九州山地の西側にあたるため、東シナ海から暖かく湿った空気が入り

やすく、大雨や集中豪雨が発生しやすく、本市も同様である。 

 特に、梅雨時期の降水量は多く（6月～7月の 2ヵ月間に、年間降水量の約 4割が降

る）、たびたび土砂災害や洪水の被害をもたらす原因にもなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の年間の降水量を見ると、九州山地の西側にあたる阿蘇地方、球磨地方で多く、特

に阿蘇山付近では 3,200 ㎜に達している。その雨水が大地を潤し、熊本の豊富な地下水

資源となっている。その他の平野部でも 2,000 ㎜前後の雨が降っており、本市も年間

2,200㎜前後の雨が降る。 

  

 

 

東京都との年間降水量の比較                 熊本県の年間降水量分布図 単位（㎜） 

出典：熊本地方気象台                    出典：熊本地方気象台 
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（３）気温 

熊本地方の平野部の平均気温は 17℃前後と高いものの、夏は暑く冬は寒い内陸性の

気候となっている。  
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３ 本市における災害リスク 

（１）風水害 

① 梅雨期の大雨による水害 

熊本県付近に停滞する梅雨前線に向かって南西海上から暖かく湿った空気が流入し

やすく、この空気が山地の西側斜面等に当たり上昇気流を発生させ、集中的な大雨を発

生させることもある。このような地形により、主に菊池川、白川、緑川、球磨川の上流

域で、大雨が降りやすい。平成 24 年（2012 年）7 月に発生した熊本広域大水害では、

阿蘇外輪山上空で次々と積乱雲が発生し、線状降水帯が形成されたことにより 24 時間

で 500mmを超える大雨となった。 

本市においても、熊本広域大水害をもたらした降雨において 3 戸の床下浸水が発生

した。本市北部に流れる塩浸川においては、今後起こりうる大雨等による洪水時 0.5～

3ｍの浸水が予測されている。また、近年は雨の降り方が局地化・集中化など激甚化し

ており、都市化による土地の保水力低下と相まって、従来とは異なるタイプの浸水被害

も発生してきている。 

 

② 台風による災害 

台風が九州の西岸に接近又は上陸する場合に特に大きな災害が発生しやすい。一方、

台風が九州の東側を進む場合は、風による災害に比べて大雨による災害が発生しやす

い。台風の接近や上陸は夏から初秋にかけての季節が多いが、近年の異常気象も踏まえ

て、季節に関係なく発生し上陸することもある。 

［参考 1］過去の主な風水害・土砂災害、台風による被害（昭和以降） 

  

 

 

 

 

 

 

 

種類 被害地域 主な被害
1927年９月12日～13日 台風による潮害 飽託、玉名海岸 死者423人、全半壊1,978戸、浸水334戸

1953年6月26日～28日 豪雨による大水害 県下全域 死者563人、全半壊8,367戸、浸水88,053戸

1957年7月26日 豪雨による水害 金峰山系　等 死者183人、全半壊284戸、浸水10,832戸

1972年7月3日～6日 豪雨による水害 天草上島　等 死者123人、全半壊973戸、浸水37,583戸

1982年7月23日～25日 豪雨による水害 県下全域 死者23人、全半壊183戸、浸水24,574戸

1984年6月21日～7月1日 豪雨による水害 特に五木村 死者16人、全半壊6戸、浸水578戸

1990年6月28日～7月3日 豪雨による水害 県下全域 死者17人、全半壊217戸、浸水7,563戸

1991年9月27日 台風による被害 県下全域 死者4人、全半壊1,889戸、浸水24戸

1999年９月23日～24日 台風による被害 県下全域 死者16人、全半壊1,818戸、浸水1,925戸

2003年7月20日 豪雨による水害 県南部 死者19人、全半壊25戸、浸水503戸

2012年7月12日 豪雨による水害 県下全域 死者25人、全半壊1,462戸、浸水582戸

2016年6月19日～25日 豪雨による水害 県下全域 死者5人、全半壊130戸、浸水645戸

2020年7月3日～8日 豪雨による大水害 県下全域 死者67人、全半壊4,610戸、浸水706戸

出典：熊本県『自然災害を学ぶ』 
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（２）地震災害 

①熊本地震 

観測史上初となる震度 7の揺れを 2度観測した平成 28年熊本地震では、本市におい

て 7,989棟の住家被害、90名の人的被害が発生した。（合志市では震度 5強と 6 強を観

測） 

◆熊本地震における人的及び住家の被害状況 

 

 

 熊本県内に地震被害の可能性がある断層が①から⑤（表）まであり、本市は断層の直

下には位置していないものの、いつ起こるか分からない未曾有の災害に対して事前の

対策が必要である。 

◆熊本周辺の主要活断層（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県全体 菊池管内 合志市

死者 274名 21名 7名

重傷者 1,186名 87名 27名

軽症者 1,550名 137名 56名

全壊 8,642棟 274棟 47棟

半壊 34,389棟 3,590棟 862棟

一部損壊 155,230棟 18,962棟 7,080棟

住家被害

人的被害

区分

①布田川・日奈久断層帯 

 ②別府・万年山断層帯 

 ③人吉盆地南縁断層 

 ④出水断層帯 

 ⑤雲仙断層群 

出典：熊本県地域防災計画 

（2024年 8月 13日） 
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② 南海トラフ地震 

静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘まで延びる南海トラフと呼ばれる海溝では、歴

史上たびたび大きな地震が発生している。過去に発生した南海トラフ付近が震源域と

推定される地震のうち、大きな被害をもたらした例として、宝永 4 年（1707 年）の宝

永地震、安政元年（1854年）の安政南海地震及び昭和 21 年（1946年）の昭和南海地震

があり、九州においても大分県及び宮崎県を中心に、死者・負傷者、建物倒壊、浸水等

の被害が発生している。 

また、東日本大震災を踏まえ、科学的に考えられる最大クラス（マグニチュード 9）

の地震である「南海トラフ地震」が発生した場合の震度分布や津波高とそれに伴う被害

想定では、沿岸部を中心に東日本大震災を越える甚大な被害が想定されている。九州で

は、特に宮崎県で死者が約 15,000 人、全壊建物が約 80,000 棟、大分県で死者 21,923

人、全壊建物が 30,095 棟などの被害が想定されている（注 1、注 2）。 

熊本県では、「南海トラフ地震対策特別措置法」(平成 25年 12月)に基づき、県内の

10市町村（注 3）が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されており、被害想定

は死者 120人、建物の全壊 18,900棟などの想定となっている。 

 本市は九州の中央に位置しており、津波や高潮による被害は少ないものと考えられ

る。一方で、九州各地、四国等で甚大な被害が予想されるため、本市は災害時における

広域防災拠点としての機能を果たしていく必要がある。 

（注 1）（出典）宮崎県における南海トラフ巨大地震に伴う被害想定 

（注 2）（出典）大分県地震津波被害想定調査結果 

（注 3）宇城市、阿蘇市、天草市、高森町、山都町、多良木町、湯前町、水上村、あさぎり町、苓北町 

 

［参考 2］熊本県地震・津波被害想定調査結果 

平成 23 年に発生した東日本大震災を踏まえ、県内で起こりうる最大クラスの地震及び

津波の規模を推計し、各種被害の全体像の把握を行うことを目的として、被害の推計を

行った。（平成 25年 3月） 
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［対象］本市への被害が大きいとされる次の断層帯の揺れを想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）火山噴火 

阿蘇山の中岳は有史以降も噴火を繰り返し、火山砕
さい

屑
せつ

物を噴出している。中岳火口

は、数個の火口が南北に連なる長径 1,100mの複合火口で、近年は北端の第 1火口が活

動している。第 1火口は非活動期には「湯だまり」と呼ばれる火口湖が形成され、活動

期には湯だまりが消失して黒色砂状の火山灰(地方名ヨナ)を噴出するとともに、赤熱

噴石等の放出を伴う噴火も発生し、時には、激しい水蒸気噴火やマグマ水蒸気噴火を起

こすこともある。 

現在、観光地としての人気が定着しているが、過去には死者が発生するような爆発的

噴火も発生しており、昭和 33年（1958 年）には第 1火口の突然の爆発により、死者 12

名、負傷者 28 名等の被害が生じた。近年も噴火警戒レベル 3（入山規制）の噴火等が

発生しているため、十分な安全確保が必要である。 

  

出典：熊本県地域防災計画 
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［参考３］阿蘇山の主な噴火活動 

西暦 現 象 被 害 状 況 

1816 年 6 月 12 日    噴火 噴石等を連続的に噴出。7 月に噴石により 1 名死亡。 

1872 年 12 月 30 日 噴火 硫黄採掘者が数名死亡。 

1952 年 12 月 17 日～19 日     噴火 噴石により負傷者 13 名。 

1953 年 4 月 27 日    噴火 死者 6 名、負傷者 90 余名。 

1958 年 6 月 24 日  噴火 死者 12 名、負傷者 28 名。 

1979 年 9 月 6 日 噴火 
死者 3 名、重傷 2 名、軽傷 9 名。同年 11 月には宮崎県、

大分県、熊本市内で降灰観測。 

2014 年 11 月 25 日～27 日 噴火 火山灰が約７cm 堆積。  

2015 年 9 月 14 日   
噴火、火映現

象、火炎現象 

噴煙最高 2000m。熊本県、大分県、宮崎県の一部の地域

で降灰観測。 

2016 年 10 月 8 日    噴火 
海抜高度 11,000ｍまで噴煙到達。熊本県、大分県、愛媛

県、香川県、岡山県で降灰観測。 

 

（避難所整備の検討事項） 

災害時の住民の生命や身体保護のため、本市においては市民センター・小中学校等の

公共施設を避難所としているが、熊本地震では、避難所である合志小学校やヴィーブル

などが被災するなどしたため、防災拠点機能を強化すべく合志地区、野々島地区、黒石

地区の各地区に防災拠点センターを整備した。 

また、度重なる余震による避難所生活の不安感などから「車中泊避難者」が多く、熊

本県内ではこれを起因とした災害関連死も出ているため、今後、車中泊避難者を想定し  

た取り組みも検討する必要がある。 

 

 

  

出典：熊本県『自然災害を学ぶ』 
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◆避難場所 

 

No. 種別 施設名称 No. 種別 施設名称

1 指定緊急避難所 合志市泉ヶ丘体育館・泉ヶ丘市民センター 45 指定緊急避難所 みずき台グラウンド

2 指定緊急避難所 栄市民センター「みどり館」 46 指定緊急避難所 元気の森公園（地震時のみ）

3 指定緊急避難所 栄体育館 47 指定緊急避難所 アンビー熊本及びニシムタ

4 指定緊急避難所 福原グラウンド 48 指定緊急避難所 合志楓の森小・中学校

5 指定緊急避難所 野付グラウンド 49 指定一般避難所 合志市防災拠点センター

6 指定緊急避難所 わんぱく広場 50 指定一般避難所 総合センター「ヴィーブル」

7 指定緊急避難所 すずかけ台南公園 51 指定一般避難所 合志小学校

8 指定緊急避難所 すずかけ台中央公園 52 指定一般避難所 合志中学校

9 指定緊急避難所 すずかけ台コミュニティセンター 53 指定一般避難所 合志南小学校

10 指定緊急避難所 すずかけ台北公園 54 指定一般避難所 泉ヶ丘体育館・泉ヶ丘市民センター

11 指定緊急避難所 すずかけ台西公園 55 指定一般避難所 南ヶ丘小学校

12 指定緊急避難所 泉ヶ丘中央公園 56 指定一般避難所 栄市民センターみどり館

13 指定緊急避難所 泉ヶ丘北公園 57 指定一般避難所 栄体育館

14 指定緊急避難所 泉ヶ丘東北公園 58 指定一般避難所 西合志第一小学校

15 指定緊急避難所 泉ヶ丘東公園 59 指定一般避難所 合生文化会館

16 指定緊急避難所 泉ヶ丘南公園 60 指定一般避難所 西合志中央小学校

17 指定緊急避難所 永江団地西公園 61 指定一般避難所 野々島防災拠点センター

18 指定緊急避難所 永江団地中央公園（地震時のみ） 62 指定一般避難所 西合志中学校

19 指定緊急避難所 杉並台中央公園（地震時のみ） 63 指定一般避難所 御代志市民センター

20 指定緊急避難所 沖野台公園 64 指定一般避難所 老人憩の家

21 指定緊急避難所 旧須屋浄化センター（地震時のみ） 65 指定一般避難所 黒石防災拠点センター

22 指定緊急避難所 老人憩の家 66 指定一般避難所 黒石体育館

23 指定緊急避難所 野々島防災拠点センター 67 指定一般避難所 西合志東小学校

24 指定緊急避難所 黒石防災拠点センター 68 指定一般避難所 西合志南中学校

25 指定緊急避難所 合志地区防災広場 69 指定一般避難所 西合志南小学校

26 指定緊急避難所 ユーパレス弁天（駐車場のみ） 70 指定一般避難所 妙泉寺体育館

27 指定緊急避難所 栄グラウンド 71 指定一般避難所 須屋市民センター

28 指定緊急避難所 合生文化会館 72 指定一般避難所 ユーパレス弁天

29 指定緊急避難所 御代志市民センター 73 指定一般避難所 合志楓の森小学校

30 指定緊急避難所 西合志体育館 74 指定福祉避難所 保健福祉センター　ふれあい館

31 指定緊急避難所 須屋市民センター 75 災害時受入可能性がある福祉施設 サービス付き高齢者向け住宅スリースマイル秋桜

32 指定緊急避難所 総合センター「ヴィーブル」 76 災害時受入可能性がある福祉施設 野々島学園

33 指定緊急避難所 合志小学校 77 災害時受入可能性がある福祉施設 介護老人保健施設　有隣

34 指定緊急避難所 合志中学校 78 災害時受入可能性がある福祉施設 特別養護老人ホーム　菊香園

35 指定緊急避難所 南ヶ丘小学校 79 災害時受入可能性がある福祉施設 障害者支援施設　白鳩園

36 指定緊急避難所 合志南小学校 80 災害時受入可能性がある福祉施設 障害者支援施設　くぬぎ園

37 指定緊急避難所 西合志第一小学校 81 災害時受入可能性がある福祉施設 就労支援センター　テクニカル工房

38 指定緊急避難所 西合志中央小学校 82 災害時受入可能性がある福祉施設 ファミリーハウス　ひまわり

39 指定緊急避難所 西合志中学校 83 災害時受入可能性がある福祉施設 ツクイ合志

40 指定緊急避難所 西合志東小学校 84 災害時受入可能性がある福祉施設 サンシャインワークス

41 指定緊急避難所 西合志南小学校 85 災害時受入可能性がある福祉施設 グループホームかとれあ会

42 指定緊急避難所 西合志南中学校 86 災害時受入可能性がある福祉施設 特別養護老人ホーム　くぬぎ荘

43 指定緊急避難所 中央運動公園グラウンド 87 災害時受入可能性がある福祉施設 熊本県立ひのくに高等支援学校 

44 指定緊急避難所 合生グラウンド

（市地域防災計画抜粋） 
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第３章  脆弱性評価 

 

１ 評価の枠組み及び手順 

（１）想定する自然災害（リスク） 

 本計画においては、第 2 章で示した本市の地域特性及び過去に発生した災害を踏ま

え、本市に甚大な被害をもたらすおそれがある大規模自然災害を対象とする。 

 

（２）起きてはならない最悪の事態の設定 

 県の基本計画においては、8つの「事前に備えるべき目標」と、その妨げとなるもの

として 49の「起きてはならない最悪の事態」が設定されているが、本市の地域特性を

考慮して、6つの「事前に備えるべき目標」と、33の「起きてはならない最悪の事態」

を設定した。 

 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

1 あらゆる自然災害に

対し、直接死を最大限

防ぐ 

1-1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の

複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

1-2 
地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷

者の発生 

1-3 

突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による

多数の死傷者の発生（ため池の損壊によるものや、防災インフ

ラの損壊・機能不全等による洪水に対する脆弱な防災能力の長

期化に伴うものを含む） 

1-4 
大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷

者の発生のみならず、後年度にわたり脆弱性が高まる事態 

1-5 
情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発

生 

2 救助・救急、医療活

動が迅速に行われると

ともに、被災者等の健

康・避難生活環境を確

2-1 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・

エネルギー供給の停止 

2-2 
劣悪な避難環境生活、不十分な健康管理がもたらす、多数の被

災者の健康・心理状態の悪化による死者の発生 
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実に確保することによ

り、関連死を最大限防

ぐ 

2-3 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

2-4 
自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対

的不足 

2-5 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、

エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

2-6 
想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水・食料等の供給

不足 

2-7 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶に

よる医療機能の麻痺 

2-8 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

3 必要不可欠な行政機

能は確保する 

3-1 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

3-2 広域防災拠点の被災による機能の大幅な低下 

4 情報通信サービス、

電力等ライフライン、

燃料供給関連施設、交

通ネットワーク等の被

害を最小限に留めると

ともに、早期に復旧さ

せる 

4-1 

テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・ＳＮＳの障害等

により、災害時に活用する情報サービスや通信インフラが機能

停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が

遅れる事態 

4-2 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大

規模にわたる機能の停止 

4-3 
都市ガス・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわた

る機能の停止 

4-4 上下水道施設の長期間にわたる機能の停止 

4-5 地域交通ネットワークが分断する事態 

5 経済活動を機能不全

に陥らせない 

5-1 
サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経

営執行力低下による競争力の低下 

5-2 
農地や農業用施設等の大規模な被災による農林水産業の競争力

の低下 

5-3 
金融サービス・郵便等の機能停止による市民生活・商取引等へ

の甚大な影響 

5-4 食料等の安定供給の停滞に伴う、生産活動への甚大な影響 
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5-5 有害物質の大規模拡散・流出 

5-6 農地・森林や生態系等の被害に伴う荒廃・多面的機能の低下 

6 社会・経済が迅速か

つ従前より強靭な姿で

復興できる条件を整備

する 

6-1 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大

幅に遅れる事態 

6-2 
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや

地域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れる事態 

6-3 

復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティ

ア、ＮＰＯ、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足

等により復興できなくなる事態 

6-4 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進ま

ず復興が大幅に遅れる事態 

6-5 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティーの崩壊

等による有形・無形の文化の衰退・損失 

6-6 
道路や橋梁、鉄道等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 

6-7 
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等

による経済等への甚大な影響 

 

（３）評価の実施手順 

  ① 各部局において、起きてはならない最悪の事態を回避するための取り組みの方

向性を検討する。（P24-57） 

  ② ①の結果を踏まえ、最悪の事態の回避に向けて今後の施策の推進方針について

とりまとめる。（P58-105） 

③ 施策の進捗状況を表す「重要業績評価指標（ＫＰＩ）」を検討・設定する。（別

冊） 
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２ 評価の結果 

  脆弱性評価結果のポイントはつぎの（１）～（６）のとおりであり、脆弱性評価結

果は別表のとおりである。 

 

（１）ハード整備とソフト施策を適切に組み合わせた総合的な防災体制整備が

必要 

 防災施設の整備や耐震化等のハード対策は、施策の実施や効果の発現までに時間を

要すること、実施主体の財源に限りがあること等を踏まえ、迅速な避難体制整備や啓発、

訓練などのソフト対策を適切に組み合わせて、総合的な防災体制を整備する必要があ

る。 

 

（２）代替性・多重性（リダンダンシー）の確保等が必要 

 本市に甚大な被害をもたらすおそれがある大規模自然災害に備えるためには、個々

の施設の耐災性をいかに高めても万全とは言えない。特に、行政や情報通信、交通イン

フラ等の分野においては、一旦そのシステム等が途絶えると、その影響は甚大である。 

そのため、バックアップとなる施設や仕組みなど、代替性・多重性（リダンダンシー）

を確保するとともに、業務継続計画（ＢＣＰ）等に基づく業務継続体制を整備する必要

がある。 

 

（３）国、熊本県、他市町村、防災関係機関との平時からの連携が必要 

 強靭化に向けた取り組みの実施主体は、国、県、他市町村、防災関係機関、民間事業

者、ＮＰＯ、市民など多岐にわたっており、施策を着実に推進するためには、各主体が

連携して対応することが重要であり、日頃の訓練や情報共有・連絡調整等を通じ、実効

性を確保する必要がある。 

また、大規模災害時は、本市だけでの対応では不十分であり、大規模災害に備え、県

及び他市町村の連携だけでなく、平時から国や県や民間との連携を強化し、広域的な応

援・受援体制を整備する必要がある。 
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（４）自助・共助・公助の適切な組み合わせと官民の連携が必要 

 本市において、災害の規模が大きくなれば、警察、消防、自衛隊等の実働機関や県な

どの協力だけでは対応が行き届かない部分が生じるため、自助や共助による対応が不

可欠である。 

また、個々の施策の実施主体は、県・本市だけでなく、民間事業者、ＮＰＯ、市民な

ど多岐にわたるが、特に大規模災害時においては、民間事業者やＮＰＯ等との連携が必

要であり、平時から連携体制を構築しておく必要がある。 

 

（５）特性を踏まえた土地利用の適正化が必要 

 平成 28 年熊本地震や令和 2 年 7 月豪雨をはじめ、全国的に大規模災害が頻発する

中、災害リスクの高い地域の土地利用の適切な制限や、安全性を優先的に考慮した土地

利用を図る必要がある。 

 

（６）九州を支える広域防災拠点としての機能確保・充実が必要 

 東日本大震災により、複数の県に跨るような広域的な災害対応の必要性が認識され、

九州においても南海トラフ地震が発生した場合、宮崎県、大分県を中心として広範囲か

つ甚大な被害が想定されている。 

 熊本県は、九州の中央に位置する自治体として、広域的な防災拠点の核として国より

位置づけられており、そのような意味でも本市が真に九州における広域防災拠点とし

ての役割を担っていけるよう、基盤や機能の充実・強化を促進する必要がある。 
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別表：脆弱性評価結果 

１－１ 大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大

規模倒壊による多数の死傷者の発生 

（住宅の耐震化）【都市建設部】 

○ 大規模地震時に住宅倒壊などが起こった場合多数の死傷者が発生するおそれが

あるため、住宅等の耐震化の促進を行うとともに、公営住宅等の改修・解体・建替等

を行う必要がある。 

 

（宅地の耐震化）【都市建設部】 

○ 大規模地震時の宅地被害に起因する住宅等の倒壊により多数の死傷者が発生す

るおそれがあるため、宅地の耐震化を促進する必要がある。 

 

（危険なブロック塀の撤去）【都市建設部】 

○ 大規模地震時に住宅のブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、倒壊の

危険性があるブロック塀等については事前に撤去を行う必要がある。 

 

（公営住宅の整備）【都市建設部】 

○ 大規模災害に備え、経年劣化等に合わせて、随時、公営住宅を改修・解体・建替

等を行う必要がある。 

 

（住宅密集地における火災の拡大防止）【総務部・都市建設部】 

○ 大規模地震時、市街地などの住宅密集地では広域にわたって同時に火災が発生

し、大規模火災となるおそれがあることから、住宅密集地における火災の拡大防止対

策や、家庭・事業所等における防火啓発、火災発生時の避難要領の周知等を進める必

要がある。 

 

 



25 

（ガス設備の耐災性の強化）【総務部】 

○ 大規模災害時、耐震性の低いガス管やガス容器の破損等により、火災や爆発が発

生するおそれがあるため、ガス工場及びガス管の耐震化やガス漏れ防止策等を推進

させる必要がある。 

 

（家庭・事業所における地震対策）【総務部】 

○ 大規模地震時には家屋等の倒壊だけでなく、家具や備品の転倒等により人的被

害が拡大するおそれがあることから、各家庭や事業所において、身の回りの地震対策

を普及、徹底する必要がある。 

 

（災害対応業務の標準化・共有化）【総務部】 

○ 災害対応において、関係機関の組織体制や運営方法の違いにより円滑な対応が

できないおそれがあることから、各種計画、マニュアル等を整備、更新し、関係機関

が連携して適切な災害対応が行われる体制を構築する必要がある。 

 

（防災訓練の実施）【総務部】 

○ 大規模災害時には、混乱した状況の中で各種の対策を並行して十分に実施でき

ないおそれがあることから、各種想定による防災訓練を実施し、災害対応業務の実効

性を高める必要がある。 

 

（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部・市長公室】 

○ 大規模災害時の混乱した状況下において、防災上の必要な情報が十分に伝達さ

れず、避難行動の遅れが生じることで、多数の死傷者が発生するおそれがあることか

ら、住民への迅速かつ的確な情報の周知・伝達体制の強化が必要である。 

 

（過去の教訓や経験の伝承）【総務部・市長公室】 

○ 大規模災害の発生から時間が経過するにつれ、災害に対する住民の記憶が風化
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し、事前の備え等の重要性に関する認識が希薄になるおそれがあることから、災害の

記憶や教訓を後世に伝えていく必要がある。 

 

（家賃低廉化事業の活用と住宅の管理）【都市建設部】 

○ 平時から公営住宅を管理し、災害時にも滞りなく運営する必要がある。 

 

１－２ 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

（公共建築物、学校施設の耐震化及び火災防止）【総務部・都市建設部・教育委員会・

健康福祉部・こども部・各施設所管部】 

○ 大規模地震等の発生時、庁舎等の公共施設及び学校施設、保育施設の倒壊、天井

や空調設備など非構造部材の破損や火災の発生等により、施設の機能停止や人的被

害が拡大するおそれがあることから、公共建築物等の耐震化や防火対策を促進する

必要がある。 

 

（医療施設、社会福祉施設の耐震化及び火災防止）【健康福祉部】 

○ 大規模地震等の発生時、医療施設や社会福祉施設等の倒壊や火災等により、傷病

者の治療等に係る支障の発生及び施設の機能停止や、自ら避難することが困難な方

の被害が拡大するおそれがあることから、施設の耐震化や防火対策を促進する必要

がある。 

 

（不特定多数の者が利用する建築物の耐震化及び火災防止） 

【総務部・産業振興部・都市建設部】 

○ 大規模地震等の発生時、店舗、宿泊施設等の不特定多数の者が利用する建築物の

倒壊や火災等により多数の死傷者が発生するおそれがあるため、不特定多数の者が

利用する建築物の耐震化を促進するとともに、防火対策を進める必要がある。 
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（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部・市長公室】（１－１に同掲載あ

り） 

○ 大規模災害時の混乱した状況下において、防災上の必要な情報が十分に伝達さ

れず、避難行動の遅れが生じることで、多数の死傷者が発生するおそれがあることか

ら、住民への迅速かつ的確な情報の周知・伝達体制の強化が必要である。 

 

（過去の教訓や経験の伝承）【総務部・市長公室】（１－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害の発生から時間が経過するにつれ、災害に対する住民の記憶が風化

し、事前の備え等の重要性に関する認識が希薄になるおそれがあることから、災害の

記憶や教訓を後世に伝えていく必要がある。 

 

（住宅密集地における火災の拡大防止）【総務部・都市建設部】（１－１に同掲載あり） 

○ 大規模地震時、市街地などの住宅密集地では広域にわたって同時に火災が発生

し、大規模火災となるおそれがあることから、住宅密集地における火災の拡大防止対

策や、家庭・事業所等における防火啓発、火災発生時の避難要領の周知等を進める必

要がある。 

 

（消防団の災害対処能力の強化）【総務部】 

○ 大規模災害時、救助・救急活動、消火活動の遅れにより多数の死傷者が発生する

おそれがあることから、迅速・的確に救助・救急活動及び消火活動を実施するため、

災害時の対処能力を強化する必要がある。 

 

（自衛隊、警察、消防等の県外からの応援部隊の受入体制の整備）【総務部】 

○ 大規模災害時は、救助・救急活動現場が同時多発的かつ広範囲に発生することに

より、県内の実働機関の活動が絶対的に不足するおそれがあることから、県外からの

応援部隊の受入等の体制を確保する必要がある。 
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（消防団における人員の確保、資機材の整備促進）【総務部】 

○ 本市は人口が増える一方、高齢化も進んでおり、大規模火災発生時の救出・救助、

消化活動の遅れにより多数の死傷者が発生する恐れがあることから、迅速かつ的確

な救出・救助活動および消火活動を実施するため、消防団員の確保および資機材の整

備を図り、災害時の対処能力を強化する必要がある。 

 

１－３ 突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷

者の発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等

による洪水に対する脆弱な防災能力の長期化に伴うものを含む） 

（浸水被害の防止に向けた河川整備等）【都市建設部・総務部】 

○ 大規模風水害時の河川氾濫等により広域的な浸水被害が発生するおそれがある

ことから、計画的に河川整備を進めるとともに、逃げ遅れ防止等の対策を実施する必

要がある。 

 

（円滑な避難のための道路整備）【都市建設部】 

○ 台風や集中豪雨時、道路の浸水や交通渋滞等による逃げ遅れにより、多数の死傷

者が発生するおそれがあることから、浸水被害を最小限に抑え、円滑な避難に資する

道路の整備が必要である。 

 

（避難勧告等の適切な発令）【総務部】 

○ 避難行動の遅れ等により死傷者が発生するおそれがあることから、市町村にお

いて避難情報の発表及び避難指示の発令が適切に実施される必要がある。 

 

（事前予測が可能な災害への対応）【総務部】 

○ 大雨・台風、高潮等、事前予測が可能な災害時において、対応の遅れや避難途中

での事故等により人的被害が拡大するおそれがあることから、災害時の状況を想定

し、災害発生前の早い段階から対応する必要がある。 
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（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部・市長公室】（１－１、１－２に

同掲載あり） 

○ 大規模災害時の混乱した状況下において、防災上の必要な情報が十分に伝達さ

れず、避難行動の遅れが生じることで、多数の死傷者が発生するおそれがあることか

ら、住民への迅速かつ的確な情報の周知・伝達体制の強化が必要である。 

 

（災害対応業務の標準化・共有化）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

○ 災害対応において、関係機関の組織体制や運営方法の違いにより円滑な対応が

できないおそれがあることから、各種計画、マニュアル等を整備、更新し、関係機関

が連携して適切な災害対応が行われる体制を構築する必要がある。 

 

（防災訓練の実施）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害時には、混乱した状況の中で各種の対策を並行して十分に実施でき

ないおそれがあることから、各種想定による防災訓練を実施し、災害対応業務の実効

性を高める必要がある。 

 

（浸水対策、流域減災対策）【都市建設部・産業振興部・総務部】 

○ 大規模災害時の広域地盤沈下や堤防の倒壊等による浸水被害の発生により、復

旧・復興が大幅に遅れるおそれがあるため、浸水を防止する対策が必要である。 

 

１－４ 大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生の

みならず、後年度にわたり脆弱性が高まる事態 

（阿蘇山噴火時の避難体制の整備）【総務部・市長公室】 

○ 阿蘇山噴火時に初動対応が遅れた場合、多数の死傷者が発生するおそれがある

ことから、防災体制を構築する必要がある。 
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（山地・土砂災害対策の推進）【産業振興部・都市建設部・総務部】 

○ 集中豪雨等による大規模な土砂災害により多数の死傷者が発生するおそれがあ

るため、災害対策を進める必要がある。 

 

（災害対応業務の標準化・共有化）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

○ 災害対応において、関係機関の組織体制や運営方法の違いにより円滑な対応が

できないおそれがあることから、各種計画、マニュアル等を整備、更新し、関係機関

が連携して適切な災害対応が行われる体制を構築する必要がある。 

 

（防災訓練の実施）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害時には、混乱した状況の中で各種の対策を並行して十分に実施でき

ないおそれがあることから、各種想定による防災訓練を実施し、災害対応業務の実効

性を高める必要がある。 

 

（農業用ため池等の維持管理・更新）【産業振興部】 

○ 大規模災害時に、農業用ため池等の漏水や溢水により堤体が決壊し、下流域に洪

水被害が生じるおそれがあるため、農業用ため池等の安全性の確保が必要である。 

 

（共済加入の促進）【産業振興部】 

○ 降灰や風水害などにより、農作物が被害を受け収穫量等に影響の出るおそれが

あることから、農業経営の安定のためセーフティネット機能を確保する必要がある。 

 

（農業施設の耐候性等の強化）【産業振興部】 

○ 大規模災害時の農業施設の被災により、施設園芸の競争力が低下するおそれが

あるため、安定した生産・出荷体制の整備が必要である。 
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（降灰対策の推進）【健康福祉部・市民生活部・都市建設部・産業振興部】 

○ 火山の大規模噴火に伴う降灰により、住民生活への支障や健康への影響が懸念

されることから、降灰が予想される地域において、住民の生活を維持する体制をあら

かじめ構築しておく必要がある。 

 

１－５ 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害時の混乱した状況下において、防災上の必要な情報が十分に伝達さ

れず、避難行動の遅れが生じることで、多数の死傷者が発生するおそれがあることか

ら、住民への迅速かつ的確な情報の周知・伝達体制の強化が必要である。 

 

（避難勧告等の適切な発令）【総務部】（１－３に同掲載あり） 

○ 避難行動の遅れ等により死傷者が発生するおそれがあることから、避難情報の

発表及び避難指示の発令が適切に実施される必要がある。 

 

（通信手段の機能強化）【総務部・市長公室】 

○ 大規模災害時、通信施設が被災し、県と国・市町村等の防災関係機関との通信が

途絶するおそれがあることから、代替手段を含め通信を確保する体制を整備する必

要がある。 

 

（要支援者対策の推進）【総務部・健康福祉部】 

○ 大規模災害時、避難行動要支援者への支援が行き届かないことにより、避難が遅

れるおそれがあることから、避難行動要支援者等への支援体制を充実する必要があ

る。 

 

（観光客の安全確保等）【産業振興部】 

○ 大規模災害時、地理に不案内な観光客に対し情報がうまく伝達されないことに
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より、避難行動に遅れが生じ、多数の死傷者が発生するおそれがあることから、観光

客の安全確保対策を講じる必要がある。 

 

（外国人に対する情報提供の配慮）【総務部】 

○ 大規模災害時、外国人に情報が行き届かないことにより、人的被害が拡大するお

それがあることから、外国人に対する情報提供を円滑に行う対策を講じる必要があ

る。 

 

（情報伝達体制の整備と地域の共助）【総務部】 

○ 大規模災害時、市から地域へ災害情報が迅速に伝達されず、人的被害が拡大する

おそれがあることから、情報伝達体制の整備と地域における共助の充実を図る必要

がある。 

 

（学校等の災害対応の機能向上）【教育委員会・こども部】 

○ 大規模災害直後の混乱した状況下において、防災上の必要な情報が伝達されな

いおそれがあることから、施設内での情報連絡体制及びこどもたちが自分の身の安

全を確保するための意識啓発並びに防災体制の整備が必要である。 

 

（事前予測が可能な災害への対応）【総務部】（１－３に同掲載あり） 

○ 大雨・台風、高潮等、事前予測が可能な災害時において、対応の遅れや避難途中

での事故等により人的被害が拡大するおそれがあることから、災害時の状況を想定

し、災害発生前の早い段階から対応する必要がある。 

 

 

２－１ 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー

供給の停止 

（災害時における給食センター及び各学校給食室の平常稼働）【教育委員会】 
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○ 発災時も安全安心な学校給食を提供するためには平時から施設（合志センター・

西合志センター・合志楓の森小中学校）の維持管理、整備・更新が必要である。 

 

（家庭や事業所における備蓄の促進）【総務部】 

○ 大規模災害時、電気やガス、水道などのライフラインの停止、商業店舗の被災に

よる休業のほか、物資が十分に供給されるまで一定の時間を必要とすることにより、

発災直後は食料・飲料水等が不足するおそれがあることから、家庭や事業所における

備蓄の必要性を啓発する必要がある。 

 

（備蓄の推進）【総務部】 

○ 大規模災害時、道路寸断等により被災地外から長期間にわたり物資が供給され

ず、家庭や事業所における備蓄だけでは食料等が不足するおそれがあることから、必

要な備蓄を行う必要がある。 

 

（民間企業・他市町村・県・国等と連携した食料等の供給体制の整備）【総務部】 

○ 大規模災害時、電気やガス、水道などのライフラインの停止や、多くの住宅が損

壊することにより指定避難所の収容定員を大きく超える避難者が発生するなど、備

蓄分だけでは食料等が不足するおそれがあることから、家庭や事業所、行政機関にお

ける備蓄に加え、官民が連携して避難所等に食料等の支援物資を円滑に供給できる

体制を整える必要がある。 

 

（水道施設の耐震化等）【水道局】 

○ 大規模災害時、水道施設の被害の発生により、飲料水の供給が長期間停止するお

それがあることから、老朽化した水道施設の更新等により耐災性を高めるなどして、

安定した水の供給を確保する必要がある。 

 

 



34 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】 

○ 大規模災害時、道路の寸断や渋滞の発生により被災地への食料・飲料水等の供給

が停止するおそれがあるため、本市と近隣市町とを結ぶ道路ネットワークの充実・強

化、及び道路網の確保が必要である。 

 

○ 大規模災害発生時、市内、他市町村、各地域に食料・飲料水等の救援物資を停滞

なく輸送するとともに、本市を軸として各地域へ人命救助を行うための防災拠点と

しての機能整備を強化する必要がある。 

 

２－２ 劣悪な避難環境生活、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・

心理状態の悪化による死者の発生 

（避難所の体制整備） 【総務部・健康福祉部・教育委員会】 

○ 大規模災害時、避難所の被災や大量の避難者発生等により、避難所の開設や運営

が困難となるおそれがあることから、発災後、被災者が速やかに避難し安心して生活

できるよう、平時から体制を整備する必要がある。 

 

〇 福祉避難所において、高齢者や障がいのある人などで医療機器等を必要とする

避難者が想定されることから、避難者が安心して避難生活ができ、なお且つ福祉避難

所としての機能が発揮できるよう、非常用電源を確保する必要がある。 

 

（避難所等の保健衛生・健康対策）【健康福祉部】 

○ 避難所において、衛生面の悪化や避難生活の長期化等により、食中毒や感染症等

の発生、避難者の健康悪化のおそれがあることから、平時から避難所の衛生・健康対

策を講じる必要がある。 

 

（福祉避難所の円滑な運営）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、福祉避難所の運営に関するノウハウの不足や、一般の避難者の受
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入等により、福祉避難所がその機能を発揮できないおそれがあることから、平時から

福祉避難所の運営が確保できる体制を構築する必要がある。 

 

（熊本ＤＣＡＴ(ﾃﾞｨｰｷｬｯﾄ)の体制整備）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、避難所の被災や大量の避難者発生等により、高齢者や障がい者等

の要配慮者が十分なケアを受けられず、避難所等における生活に支障を来すおそれ

があることから、平時から支援体制を整備する必要がある。 

 

（指定避難所以外の被災者の把握体制）【総務部・健康福祉部】 

○ 大規模地震時、建物内への避難に対する恐怖感やプライバシー確保等を理由と

して車中泊者が多数発生するおそれがあることから、車中泊者など指定避難所以外

の被災者を想定した対策が必要である。 

 

（エコノミークラス症候群の予防）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、発災直後の避難所の混雑や車中泊に伴うエコノミークラス症候

群により死亡者が発生するおそれがあるため、平時からその危険性を周知する必要

がある。 

 

２－３ 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

（孤立集落に対する取り組み）【総務部】 

○ 大規模災害発生に伴う道路等の寸断により孤立集落が発生し、家庭や医療機関、

避難所等に支援物資が適切に届かない事態や救急搬送ができない事態が発生するお

それがあることから、市町村と連携した孤立集落対策に取り組む必要がある。 

 

（孤立集落発生の防止）【総務部・産業振興部・水道局・都市建設部】 

○ 大規模災害時、道路寸断により孤立集落が発生するおそれがあるため、市内各地

域や集落間を結ぶ道路の確保が必要である。 
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○ 台風や集中豪雨等による山地・土砂災害や浸水等により孤立集落が発生するお

それがあることから、速やかな排水を行うための農業用排水施設の整備・維持管理

や、治山施設、保安林及び砂防施設の整備が必要である。 

 

（防災拠点等への再エネ設備等の導入 ）【総務部・市民生活部・産業振興部・健康福

祉部】 

○ 大規模災害時、電力事業者の被災により電力供給が途絶することで、防災拠点や

避難所の機能を維持できないおそれがあることから、エネルギー供給源の多様性を

確保する必要がある。 

 

○ 福祉避難所において、高齢者や障がい者などで医療機器等を必要とする避難者

が想定されることから、避難者が安心して避難生活ができ、なお且つ福祉避難所とし

ての機能が発揮できるよう、非常用電源を確保する必要がある。 

 

（自主防災組織の活動の強化）【総務部】 

○ 大規模災害時、行政の災害対応能力にも限界があり、防災実動機関や消防団など

の到着に時間を要し、人的被害が拡大するおそれがあることから、発災直後から救助

部隊等による救出・救助活動が行われるまでの間、地域において被災者の安否確認や

避難誘導に対応する必要がある。 

 

２－４ 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

（消防施設の耐災性の強化）【総務部】 

○ 大規模災害時、警消防施設の被災・倒壊等により、円滑な救助・救急、消火活動

ができないおそれがあることから、地域における救助・救急、消火活動の拠点である

消防施設の耐災性を強化する必要がある。 

 



37 

（消防団の災害対処能力の強化）【総務部】（１－２に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、救助・救急、消火活動の遅れにより多数の死傷者が発生する恐れ

があることから、迅速・的確に救助・救急活動及び消火活動を実施するため、災害時

の対処能力を強化する必要がある。 

 

（自衛隊、警察、消防等の県外からの応援部隊の受入体制の整備）【総務部】（１－２

に同掲載あり） 

○ 大規模災害時は、救助・救急活動現場が同時多発的かつ広範囲に発生することに

より、県内の実働機関の活動が絶対的に不足する恐れがあることから、県外からの応

援部隊の受入等の体制を確保する必要がある。 

 

（災害対応業務の標準化・共有化）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

○ 災害対応において、関係機関の組織体制や運営方法の違いにより円滑な対応が

できないおそれがあることから、各種計画、マニュアル等を整備、更新し、関係機関

が連携して適切な災害対応が行われる体制を構築する必要がある。 

 

（消防団における人員の確保、資機材の整備促進）【総務部】（１－２に同掲載あり） 

○ 本市は人口が増える一方、高齢化も進んでおり、大規模火災発生時の救出・救助、

消化活動の遅れにより多数の死傷者が発生する恐れがあることから、迅速かつ的確

な救出・救助活動および消火活動を実施するため、消防団員の確保および資機材の整

備を図り、災害時の対処能力を強化する必要がある。 

 

（自主防災組織の活動の強化）【総務部】（２－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、行政の災害対応能力にも限界があり、防災実動機関や消防団など

の到着に時間を要し、人的被害が拡大するおそれがあることから、発災直後から救助

部隊等による救出・救助活動が行われるまでの間、地域において被災者の安否確認や

避難誘導に対応する必要がある。 
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（熊本ＤＭＡＴ(ﾃﾞｨｰﾏｯﾄ)の体制の整備）【健康福祉部】 

○ 災害発生直後の急性期（概ね 48 時間以内）に救命救急活動を行える災害時派遣

医療チーム（熊本ＤＭＡＴ(ﾃﾞｨｰﾏｯﾄ)）をスムーズに受援できる体制を整備する必要

がある。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害発生時、市内、他市町村、九州内の各地域に救援物資を停滞なく輸送

するとともに、本市を軸として各地域へ救急・救助を行うための防災拠点としての機

能整備を強化する必要がある。 

 

（緊急交通路の確保）【都市建設部】 

○ 大規模災害時、被災地への無秩序かつ大量の車両流入により道路交通の麻痺を

引き起こし、救助・救急作業の妨げとなるおそれがあるため、一般車両の通行を規制

し、緊急交通路の確保を行う必要がある。 

 

２－５ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー

供給の途絶による医療機能の麻痺 

（燃料供給体制の構築）【総務部】 

○ 大規模災害時、道路及び物流業者等の大規模な被災による燃料供給の途絶によ

り、救助・救急等の活動ができないおそれがあることから、必要となる燃料の供給が

円滑に行われる体制を事前に構築する必要がある。 

 

（活動に必要な燃料の供給）【総務部】 

○ 大規模災害時、県外から多数の警察、消防、自衛隊等の応急対応を行う機関の部

隊が来援し、救助・救急活動に必要な燃料が確保できないおそれがあることから、供

給体制を整備する必要がある。 
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（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４に同掲載

あり） 

○ 大規模災害発生時、市内、他市町村、各地域に救助・救急、医療活動のためのエ

ネルギー供給を停滞なく輸送するとともに、本市を軸として各地域へ人命救助を行

うための防災拠点としての機能整備を強化する必要がある。 

 

２－６ 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水・食料等の供給不足 

（災害時の帰宅困難者の支援体制の整備）【総務部】 

○ 大規模災害の発生に伴う道路や線路、輸送設備等の破損により公共交通機関が

途絶し、多数の帰宅困難者等が発生するおそれがあることから、帰宅困難者等への支

援が行われる体制を整備する必要がある。 

 

（公共交通機関に係る情報体制の整備）【市長公室】 

○ 大規模災害時、公共交通機関の被災により運行状況が大きく変動し、利用者に混

乱が生じるおそれがあることから、道路交通情報に加え、公共交通機関の情報を発信

する体制を平時から構築する必要がある。 

 

２－７ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療機

能の麻痺 

（医療救護活動の体制整備）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、多数の負傷者の発生により応急処置等に対応できないおそれが

あることから、救護所等で活動する医療従事者を確保する必要がある。 

 

○ 大規模災害時、医療施設の被災や医療従事者の負傷により医療機能が麻痺する

おそれがあることから、重症患者等を被災地域外の医療機関へ搬送できる体制を整

備する必要がある。 
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（熊本ＤＭＡＴ(ﾃﾞｨｰﾏｯﾄ)の体制の整備）【健康福祉部】（２－４に同掲載あり） 

○ 災害発生直後の急性期（概ね 48 時間以内）に救命救急活動を行える災害時派遣

医療チーム（熊本ＤＭＡＴ(ﾃﾞｨｰﾏｯﾄ)）をスムーズに受援できる体制を整備する必要

がある。 

 

（熊本ＤＰＡＴ(ﾃﾞｨｰﾊﾟｯﾄ)の体制の整備）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、被災地域の精神科病院や保健所等の機能が低下するとともに、心

のケアを必要とする被災者が多数発生するおそれがあることから、被災地域の精神

科医療及び精神保健活動を支援し、被災者の心のケアを行うことができる体制の整

備を行う必要がある。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５

に同掲載あり） 

○ 大規模災害発生時、市内、他市町村、各地域に医療支援が停滞なく行われるとと

もに、本市を軸として各地域へ人命救助を行うための防災拠点としての機能整備を

強化する必要がある。 

 

２－８ 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

（感染症の発生・まん延防止）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、浸水被害等により、感染症の発生・まん延のおそれがあることか

ら、平時から感染症予防体制を構築する必要がある。 

 

（避難所等の保健衛生・健康対策）【健康福祉部】（２－２に同掲載あり） 

○ 避難所において、衛生面の悪化や避難生活の長期化等により、食中毒や感染症等

の発生、避難者の健康悪化のおそれがあることから、平時から避難所の衛生・健康対

策を講じる必要がある。 
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（エコノミークラス症候群の予防）【健康福祉部】（２－２に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、発災直後の避難所の混雑や車中泊に伴うエコノミークラス症候

群により死亡者が発生するおそれがあるため、平時からその危険性を周知する必要

がある。 

 

（生活用水の確保）【総務部・市民生活部・教育委員会・健康福祉部】 

○ 大規模災害発生時には、被災地の生活用水の不足により、衛生環境が悪化し疫

病・感染症等が発生・まん延するおそれがあることから、トイレ等の利用のための生

活用水の確保を図る必要がある。 

 

（下水道ＢＣＰの充実）【水道局】 

○ 大規模災害時、下水道施設の被災による衛生面の悪化により疫病・感染症等が大

規模に発生するおそれがあるため、災害時の下水道処理機能の確保及び早期回復を

図ることができる体制を平時から構築する必要がある。 

 

 

３－１ 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

（防災拠点施設等の耐災性の強化）【総務部・各施設所管部】 

○ 大規模災害時の防災拠点施設の被災により行政機能が大幅に低下し、応急対策

や救助活動等が停滞するおそれがあるため、庁舎等の防災拠点施設等の耐災性を強

化する必要がある。 

 

（業務継続可能な体制の整備）【総務部・市長公室】 

○ 大規模災害時には災害対応業務が大量かつ長期間発生するおそれがあるととも

に、庁舎や職員の被災、又はライフラインの停止等により、業務の継続が大幅に制限

されるおそれがあることから、大規模災害時にも業務継続可能な体制を整える必要
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がある。 

 

（発災直後の職員参集及び対応体制の整備）【総務部】 

○ 大規模災害時に、職員や家族の被災のほか、道路の寸断、公共交通機関の停止や

交通渋滞などで、職員が職場に参集できないことにより、災害時の初動対応に支障を

来すおそれがあることから、職員の参集体制及び災害対応体制を整備する必要があ

る。 

 

（自治体間の応援体制の構築）【総務部】 

○ 大規模災害時、市の人員体制では、多種多様かつ膨大な応急対応業務につい 

て、状況に即した対応ができないおそれがあるため、自治体間の応援・受援の体制整

備の充実を図る必要がある。 

 

（防災訓練の実施）【総務部】（１－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時には、混乱した状況の中で各種の対策を並行して十分に実施でき

ないおそれがあることから、各種想定による防災訓練を実施し、災害対応業務の実効

性を高める必要がある。 

 

（職員の安全確保に関する意識啓発）【総務部】 

○ 災害時に職員が死傷し、迅速かつ適切な災害対応ができない事態が懸念される

ことから、職員自身が危機管理意識や災害対応能力を身につける必要がある。 

 

３－２ 広域防災拠点の被災による機能の大幅な低下 

（広域防災拠点となる施設等の耐災性の強化）【全庁】 

○ 大規模災害時、広域防災拠点の被災により、支援物資の供給や応援部隊の活動に

支障を来すことが懸念されることから、施設の耐災性を強化する必要がある。 
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○ 広域防災拠点が集中している地域に甚大な被害が発生した場合、応急対応に支

障が生じるおそれがあることから、拠点施設の分散化を図る必要がある。 

 

（広域的な災害に対応するための連携体制の強化）【総務部】 

○ 県境を越える広域的な大規模災害時、県及び県内市町村だけでは十分な災害対

応ができず、被害が拡大するおそれがあることから、県外も含め、関係機関との連絡

体制を確保する必要がある。 

 

 

４－１ テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・SNS の障害等により、災害

時に活用する情報サービスや通信インフラが機能停止し、情報の収集・伝

達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

（防災拠点施設等の非常用電源の整備の推進）【総務部】 

○ 大規模災害時、電力供給の途絶により情報通信が停止することによって、迅速か

つ適切な災害応急活動ができないおそれがあることから、防災活動の拠点となる施

設等においては、災害時においても情報通信体制を確保できる体制を整える必要が

ある。 

 

（通信手段の機能強化）【総務部・市長公室】(１－５に同掲載あり) 

○ 大規模災害時、通信施設が被災し、県と国・市町村等の防災関係機関との通信が

途絶するおそれがあることから、代替手段を含め通信を確保する体制を整備する必

要がある。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７に同掲載あり） 

○ 大規模災害発生時、市内、他市町村、各地域に郵便事業が停滞なく行われるとと

もに、本市を軸として各地域へ人命救助を行うための防災拠点としての機能整備を
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強化する必要がある。 

 

（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部・市長公室】（１－１、１－２、

１－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害時の混乱した状況下において、防災上の必要な情報が十分に伝達さ

れず、避難行動の遅れが生じることで、多数の死傷者が発生するおそれがあることか

ら、住民への迅速かつ的確な情報の周知・伝達体制の強化が必要である。 

 

４－２ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわた

る機能の停止 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７、４－１に同掲載あり） 

〇 大規模災害発生時、市内、他市町村、各地域にサプライチェーンの維持に必要な

エネルギー供給が停滞なく行われるとともに、本市を軸として各地域へ人命救助を

行うための防災拠点としての機能整備を強化する必要がある。 

 

（防災拠点等への電力の早期復旧に向けた連携強化）【総務部】 

○ 大規模災害時、電力供給が途絶することで、防災拠点や避難所の機能を維持でき

ないおそれがあることから、電力事業者との大規模災害を想定した連携体制を構築

しておく必要がある。 

 

（防災拠点等への再エネ設備等の導入 ）【総務部・市民生活部・産業振興部・健康福

祉部】（２－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、電力事業者の被災により電力供給が途絶することで、防災拠点や

避難所の機能を維持できないおそれがあることから、エネルギー供給源の多様性を

確保する必要がある。 
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○ 福祉避難所において、高齢者や障がい者などで医療機器等を必要とする避難者

が想定されることから、避難者が安心して避難生活ができ、なお且つ福祉避難所とし

ての機能が発揮できるよう、非常用電源を確保する必要がある。 

 

４－３ 都市ガス・石油・LPガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止 

（燃料供給体制の構築）【総務部】 

○ 大規模災害時、道路及び港湾、並びに物流業者等の大規模な被災により、電力供

給ネットワークや石油・ＬＰガスサプライチェーンの機能が停止するおそれがある

ことから、必要となるエネルギーの供給が円滑に行われる体制を事前に構築する必

要がある。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７、４－１、４－２に同掲載あり） 

大規模災害発生時、市内、他市町村、各地域にサプライチェーンの維持に必要なエネ

ルギー供給が停滞なく行われるとともに、本市を軸として各地域へ人命救助を行う

ための防災拠点としての機能整備を強化する必要がある。 

 

４－４ 上下水道施設の長期間にわたる機能の停止 

（水道施設の耐震化等）【水道局】（２－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、水道施設の被害の発生により、飲料水の供給が長期間停止するお

それがあることから、老朽化した水道施設の更新等により耐災性を高めるなどして、

安定した水の供給を確保する必要がある。 

 

（応急給水体制の整備）【水道局・総務部】 

○ 大規模災害時、水道施設の損壊や水道水源の汚染等の発生により、必要な水を確

保できず住民生活に深刻な影響を及ぼすおそれがあることから、災害等緊急時に応

援給水体制を確保できるよう、平時から体制を整備する必要がある。 
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（生活用水の確保）【総務部・市民生活部・教育委員会・健康福祉部】(２－８に同掲

載あり) 

○ 大規模災害発生時には、被災地の生活用水の不足により、衛生環境が悪化し疫

病・感染症等が発生・まん延するおそれがあることから、トイレ等の利用のための生

活用水の確保を図る必要がある。 

 

（上水道ＢＣＰの策定）【水道局】 

○ 大規模災害時、上水道施設の被災による供給の長期停止により、住民生活に深刻

な影響を及ぼすおそれがあることから、停止期間を短縮する必要がある。 

 

（工業用水道施設の強靭化）【水道局・産業振興部】 

○ 大規模災害時、工業用水道施設の被災により、工業用水の供給が停止するおそれ

があることから、工業用水道施設の強靭化等を行う必要がある。 

 

（汚水処理施設の計画的な点検・調査と改築更新）【水道局】 

○ 大規模災害時、下水道施設及び農業集落排水施設の被災により、長期にわたり汚

水処理機能が停止するおそれがあることから、計画的に点検・調査を実施し、点検・

調査結果に基づく計画的な改築・更新を進めながら施設の強靭化と長寿命化を図る

必要がある。 

 

（下水道施設等の耐震化）【水道局】 

○ 大規模災害時、下水道施設の被災により、長期にわたり汚水処理機能が停止する

おそれがあることから、施設の耐震診断を実施し、診断に基づく施設の耐震化工事を

行い、施設の強靭化を図る必要がある。 
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（浄化槽の整備等）【水道局】 

○ 大規模災害時、浄化槽の被災により、長期にわたり汚水処理機能が停止するおそ

れがあるため、単独浄化槽から合併浄化槽への転換や災害時における早期復旧を図

る必要がある。 

 

（下水道ＢＣＰの充実）【水道局】（２－８に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、下水道施設の被災による衛生面の悪化により疫病・感染症等が大

規模に発生するおそれがあるため、災害時の下水道処理機能の確保及び早期回復を

図ることができる体制を平時から構築する必要がある。 

 

４－５ 地域交通ネットワークが分断する事態 

（公共交通機関に係る情報体制の整備）【市長公室】（２－６に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、公共交通機関の被災により運行状況が大きく変動し、利用者に混

乱が生じるおそれがあることから、道路交通情報に加え、公共交通機関の情報を発信

する体制を平時から構築する必要がある。 

 

（従業員等の一斉帰宅抑制等の促進）【総務部・産業振興部】 

○ 大規模災害時、都市部の駅やバスセンター周辺で帰宅困難者の大量発生が懸念

されることから、各事業所等において従業員や顧客のむやみな移動を抑制する必要

がある。 

 

（地域交通ネットワークの確保に向けた道路整備）【総務部・都市建設部・産業振興

部】 

○ 大規模災害発生時、市内、他市町村、九州内の各地域に救援物資を停滞なく輸送

するための地域交通ネットワークを維持するとともに、本市を軸として各地域へ人

命救助を行うための防災拠点としての機能整備を強化する必要がある。 
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（沿道建築物の耐震化、通行空間の確保）【都市建設部】 

○ 大規模地震時、避難路等の沿道建築物等の倒壊により死傷者が発生するととも

に、円滑な避難や救助活動、支援物資の輸送等が困難になるおそれがあるため、沿道

建築物の耐震化等を進める必要がある。 

 

（被災建築物等の迅速な把握）【都市建設部】 

○ 大規模災害により損傷を受けた建築物が、二次災害を発生させるおそれがある

ため、迅速に被災建築物等の状況を把握する体制の整備が必要である。 

 

 

５－１ サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執行力低

下による競争力の低下 

（事業者への直接支援とＢＣＰ策定促進）【産業振興部】 

○ 大規模災害時、多くの事業者が被災し、業務再開まで時間を要することによりサ

プライチェーンの寸断等が発生し、様々な市内産業の競争力が低下するおそれがあ

ることから、事業者が中核事業を継続又は早期再開できるような支援を行うととも

に、より実効性の高い事業継続計画（ＢＣＰ）改定等を支援する。 

 

（金融機関や商工団体等との連携）【産業振興部】 

○ 大規模災害時、工場や製造設備の破損等による直接被害や、風評等による間接被

害により、被災中小企業の資金繰りが悪化し、倒産するおそれがあることから、金融

支援及び経営支援が円滑に実施されるよう、平時から対策を想定する必要がある。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７、４－１、４－２、４－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、道路の寸断や渋滞の発生により被災地への食料・飲料水等の供給

が停止するおそれがあるため、本市と近隣市町とを結ぶ道路ネットワークの充実・強
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化、及び道路網の確保が必要である。 

 

○ 大規模災害発生時、市内、他市町村、各地域に食料・飲料水等の救援物資を停滞

なく輸送するとともに、本市を軸として各地域へ人命救助を行うための防災拠点と

しての機能整備を強化する必要がある。 

 

５－２ 農地や農業用施設等の大規模な被災による農林水産業の競争力の低下 

（農地・農業用施設の保全）【産業振興部】 

○ 地震や豪雨等により農地や農業用施設が被災することで、生産力が大きく低下

するおそれがあることから、農地や農業用施設の被害の防止又は軽減を図る必要が

ある。 

 

（災害時の集出荷体制の構築）【産業振興部】 

○ 大規模災害時のカントリーエレベータ、ライスセンター、野菜・果樹等の集出荷

施設や農道・林道等の被災により、農作物や木材、特用林産物の出荷等が停止するお

それがあるため、施設等の機能が停止した場合の出荷体制を確保する必要がある。 

 

（農業施設の耐候性等の強化）【産業振興部】（１－４に同掲載あり） 

○ 大規模災害時の農業施設の被災により、施設園芸の競争力が低下するおそれが

あるため、安定した生産・出荷体制の整備が必要である。 

 

（共済加入の促進）【産業振興部】（１－４に同掲載あり） 

○ 降灰や風水害などにより、農作物などが被害を受け収穫量等に影響の出るおそ

れがあることから、農業経営の安定のためセーフティネット機能を確保する必要が

ある。 
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５－３ 金融サービス・郵便等の機能停止による市民生活・商取引等への甚大な影

響 

（事業者への直接支援とＢＣＰ策定促進）【産業振興部】（５－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、多くの事業者が被災し、業務再開まで時間を要することによりサ

プライチェーンの寸断等が発生し、様々な市内産業の競争力が低下するおそれがあ

ることから、事業者が中核事業を継続又は早期再開できるような支援を行うととも

に、より実効性の高い事業継続計画（ＢＣＰ）改定等を支援する。 

 

５－４ 食料等の安定供給の停滞に伴う、生産活動への甚大な影響 

（災害時における給食センター及び各学校給食室の平常稼働）【教育委員会】（２－１

に同掲載あり） 

○ 発災時も安全安心な学校給食を提供するためには平時から施設（合志センター・

西合志センター・合志楓の森小中学校）の維持管理、整備・更新が必要である。 

 

（民間企業・他市町村・県・国等と連携した食料等の供給体制の整備）【総務部】（２

－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、電気やガス、水道などのライフラインの停止や、多くの住宅が損

壊することにより指定避難所の収容定員を大きく超える避難者が発生するなど、備

蓄分だけでは食料等が不足するおそれがあることから、家庭や事業所、行政機関にお

ける備蓄に加え、官民が連携して避難所等に食料等の支援物資を円滑に供給できる

体制を整える必要がある。 

 

（家庭や事業所における備蓄の促進）【総務部】（２－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、電気やガス、水道などのライフラインの停止、商業店舗の被災に

よる休業のほか、物資が十分に供給されるまで一定の時間を必要とすることにより、

発災直後は食料・飲料水等が不足するおそれがあることから、家庭や事業所における

備蓄の必要性を啓発する必要がある。 
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（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７、４－１、４－２、４－３、５－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、道路の寸断や渋滞の発生により被災地への食料・飲料水等の供給

が停止するおそれがあるため、本市と近隣市町とを結ぶ道路ネットワークの充実・強

化、及び道路網の確保が必要である。 

 

○ 大規模災害発生時、市内、他市町村、九州内の各地域に食料・飲料水等の救援物

資を停滞なく輸送するとともに、本市を軸として各地域へ人命救助を行うための防

災拠点としての機能整備を強化する必要がある。 

 

５－５ 有害物質の大規模拡散・流出 

（有害物質の流出対策等）【市民生活部・産業振興部】 

○ 大規模災害時、有害物質の大規模拡散・流出等により、環境に悪影響を及ぼすお

それがあることから、平時から有害物質に係る情報共有や関係機関との連携が必要

である。 

 

（アスベスト対策）【市民生活部・都市建設部】 

〇 吹付アスベスト等飛散性の高いアスベスト建材が使用された建築物の被災によ

るアスベストの露出及び建築物の解体工事による周辺へのアスベストの飛散が懸念

されることから、あらかじめ防止対策を講じる必要がある。 

 

（ＮＢＣ災害に対応する資機材の整備）【市民生活部】 

○ 大規模災害時、有害物質の大規模拡散・流出等により、環境に悪影響を及ぼすお

それがあることから、核、生物、化学物質による特殊災害（ＮＢＣ災害）への対応体

制を整備する必要がある。 
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５－６ 農地・森林や生態系等の被害に伴う荒廃・多面的機能の低下 

（農業生産基盤の整備及び保全管理）【産業振興部】 

〇 耕作放棄地の増加など農地等の荒廃により、国土保全や洪水防止などの多面的

機能が低下し、大規模災害時の被害が拡大するおそれがあるため、農業生産基盤の保

全等が必要である。 

 

（鳥獣被害対策の推進）【産業振興部】 

○ 鳥獣被害による農地・森林等の荒廃により、多面的機能が低下し、大規模災害時

の被害が拡大するおそれがあるため、鳥獣被害の防止を図る必要がある。 

 

（適切な森林整備の推進）【産業振興部】 

○ 台風や集中豪雨等により、森林及びその下流域において山地崩壊等による被害

が発生するおそれがあるため、適切な森林整備を推進する必要がある。 

 

（山地・土砂災害対策の推進）【産業振興部・都市建設部】 

○ 森林の荒廃により土砂の崩壊や流出などの山地災害を防止する機能が低下し、

大規模災害時の被害が拡大するおそれがあるため、治山・砂防施設等の整備を進める

必要がある。 

 

（中山間地域の振興）【産業振興部】 

○ 農地・森林等の荒廃による被害拡大を防ぐため、国土保全や美しい景観の維持、

水源かん養等の環境保全など多面的かつ公益的な機能を有する中山間地域の維持・

活性化を図る必要がある。 

 

 

６－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる

事態 
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（災害廃棄物処理体制等の構築）【市民生活部】 

○ 大規模災害時に大量に発生する災害廃棄物の処理や損壊家屋の撤去等の停滞に

より、復旧・復興が大幅に遅れるおそれがあることから、あらかじめ災害時の廃棄物

処理や損壊家屋の撤去に備える必要がある。 

 

６－２ 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の

欠如等により、復興が大幅に遅れる事態 

（建設関係団体との連携による応急復旧体制の強化）【都市建設部】 

○ 大規模災害時の道路啓開・復旧工事等を担う人材不足により復旧・復興が大幅に

遅れるおそれがあるため、建設関係団体と連携し復旧に取り組むとともに、建設産業

の人材確保・育成を進める必要がある。 

 

（災害ボランティアとの連携）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、膨大な量の災害関連業務の発生等により、行政だけでは被災者支

援に対応できないおそれがあることから、ボランティアとの連携体制を整える必要

がある。 

 

６－３ 復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、NPO、

企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復興できなくな 

る事態 

（学校における人材の育成）【教育委員会】 

○ 大規模災害時、防災や避難所運営等に関する専門的な知識や実践的な対応力を

備えた教職員の不足により、災害時の対応が円滑にできないおそれがあるため、専門

的知識を有する人材の確保が必要である。 

 

（罹災証明書の速やかな発行）【総務部・市長公室・市民生活部】 

大規模災害時、膨大な量の災害関連業務の発生等により、罹災証明書の発行が円滑に
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行われないおそれがあることから、ＤＸの推進、ＡＩの活用など、あらかじめ罹災証

明書の発行体制を確保する必要がある。 

 

（被災建築物等の迅速な把握）【都市建設部】（４－５に同掲載あり） 

○ 大規模災害により損傷を受けた建築物が、二次災害を発生させるおそれがある

ため、迅速に被災建築物等の状況を把握する体制の整備が必要である。 

 

（被災文化財の復旧及び埋蔵文化財発掘調査を行う体制の整備）【教育委員会】 

○ 大規模災害時、文化財の被害調査・復旧を担う人材不足により、文化財の廃棄・

散逸のおそれがあるため、必要な調査を迅速に行う体制の整備が必要である。 

 

○ 大規模災害後、復興に向けた住宅等の建替え等の増大により、埋蔵文化財発掘調

査業務が急増し対応できないおそれがあるため、必要な調査を迅速に行う体制の整

備が必要である。 

 

６－４ 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大

幅に遅れる事態 

（罹災証明書の速やかな発行）【総務部・市長公室・市民生活部】（６－３に同掲載あ

り） 

大規模災害時、膨大な量の災害関連業務の発生等により、罹災証明書の発行が円滑に

行われないおそれがあることから、ＤＸの推進、ＡＩの活用など、あらかじめ罹災証

明書の発行体制を確保する必要がある。 

 

（応急仮設住宅の迅速な提供）【都市建設部・健康福祉部】 

○ 大規模災害後、建設型仮設住宅の建設地の選定及び借上型仮設住宅の制度協議

に時間を要し、住家を失った被災者の一時的な住まいの確保に支障を来すおそれが

あることから、平時から建設型仮設住宅の建設候補地の検討及び借上型仮設住宅の



55 

制度設計等が必要である。 

 

（地籍情報の管理）【都市建設部】 

○ 土地境界が不明確となった場合、関係する土地の境界復元に時間を要し、被災者

の生活再建が大幅に遅れるおそれがあることから、地籍情報の適切な管理が必要で

ある。 

 

（地震保険加入率の向上）【総務部】 

○ 大規模地震による住宅の全壊等により、被災者の生活再建が困難となるおそれ

があることから、市民の地震保険加入を促進する必要がある。 

 

（災害ボランティアとの連携）【健康福祉部】（６－２に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、膨大な量の災害関連業務の発生等により、行政だけでは被災者支

援に対応できないおそれがあることから、ボランティアとの連携体制を整える必要

がある。 

 

（相談体制の整備）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時に、生活面に対する不安等から将来への希望を失うことが懸念さ

れることから、市民からの各種相談に対応する必要がある。 

 

（金融機関や商工団体等との連携）【産業振興部】（５－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、工場や製造設備の破損等による直接被害や、風評等による間接被

害により、被災中小企業の資金繰りが悪化し、倒産するおそれがあることから、金融

支援及び経営支援が円滑に実施されるよう、平時から対策を想定する必要がある。 

 

６－５ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティーの崩壊等による有

形・無形の文化の衰退・損失 
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（地域における共助の推進）【総務部】 

○ 大規模災害時、様々な要因により各地域で災害対応が迅速に実施されず、人的被

害が拡大するおそれがあることから、地域における共助の充実を図る必要がある。 

 

（自主防犯・防災組織等のコミュニティ力の強化）【総務部】 

○ 大規模災害時、住民同士の交流等が希薄な地域のコミュニティの崩壊が懸念さ

れることから、自主防犯・防災組織等の地域コミュニティ力の強化を図る必要があ

る。 

 

（地域と学校の連携）【教育委員会】 

○ 大規模災害時、地域と学校との連携不足により避難所運営が混乱するおそれが

あることから、平時から学校の地域におけるコミュニティ力の強化を図る必要があ

る。 

 

（地域コミュニティの維持）【総務部・健康福祉部】 

○ 大規模災害により、地域活動の縮小・休止等によるコミュニティの機能が低下

し、当該地域の復旧・復興が大幅に遅れるおそれがあることから、平時から地域コミ

ュニティの維持や活性化を図るとともに、一時的に地域コミュニティが崩れた場合

の対応策を講じておく必要がある。 

 

（消防団における人員の確保、資機材の整備促進）【総務部】（１－２、２－４に同掲

載あり） 

○ 本市は人口が増える一方、高齢化も進んでおり、大規模火災発生時の救出・救助、

消化活動の遅れにより多数の死傷者が発生する恐れがあることから、迅速かつ的確

な救出・救助活動および消火活動を実施するため、消防団員の確保および資機材の整

備を図り、災害時の対処能力を強化する必要がある。 
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６－６ 道路や橋梁、鉄道等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

（迅速な復旧・復興に向けた道路整備）【都市建設部】 

○ 大規模災害発生時、市内、他市町村、各地域に救援物資を停滞なく輸送するとと

もに、本市を軸として各地域へ人命救助を行うための防災拠点としての機能整備を

強化する必要がある。 

 

（迅速な復旧・復興に向けた鉄道整備）【市長公室】 

○ 大規模災害時の鉄道施設の被災により復旧・復興が停滞するおそれがあるため、

鉄道施設の整備等を進める必要がある。 

 

（災害時の交通安全対策）【総務部】 

〇 大規模災害時、交通流や交通量の変化により交通事故や交通渋滞が発生して復

旧・復興の妨げとなるおそれがあることから、交通安全の徹底が必要である。 

６－７ 風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による経済

等への甚大な影響 

（正確かつ迅速な情報収集・伝達体制の整備）【総務部・産業振興部】 

○ 断片的な情報や虚偽の情報の拡散により、風評被害の拡大が懸念されることか

ら、各分野において正確な情報伝達ができるよう、情報の収集や発信体制をあらかじ

め構築する必要がある。 
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第４章 強靭化の推進方針 

 

脆弱性評価の結果に基づき、6つの「事前に備えるべき目標」の妨げとなる 33の「起

きてはならない最悪の事態」を回避するため、本市の強靭化の方向性を検討のうえ、今

後、施策の推進方針を以下のとおりとする。 

 

（１） あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

 

１－１ 大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合

的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

（住宅の耐震化）【都市建設部】 

○ 熊本県建築士事務所協会と協定を結び住宅の耐震診断を勧め、診断に対する費用

へ助成を行う。診断結果で耐震性が不足しているとの結果になった場合には住宅所有

者へ耐震改修設計・耐震改修工事を進める。 

 

（宅地の耐震化）【都市建設部】 

〇 大規模地震時の宅地被害に起因する住宅等の倒壊を防止するため、大規模盛土造

成地においては地盤の変動予測調査や崩落防止対策等を促進する。小規模盛土造成地

においては崩落防止対策等を促進する。また、発災後の二次被害を防止するため、宅地

被害の状況を迅速に把握するための体制整備を勧める。 

 

（危険なブロック塀の撤去）【都市建設部】 

○ 道路沿いに存在するブロック塀等については倒壊により多数の死傷者が出る可能

性が大きい。市ホームページ・広報等を活用し危険ブロック塀の撤去については、補助

制度を周知し市民に危険ブロック塀の撤去を促す。 
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（公営住宅の整備）【都市建設部】 

○ 大規模災害に備え、経年劣化等に合わせて、随時、公営住宅を改修・解体・建替等

を行う。 

 

（住宅密集地における火災の拡大防止）【総務部・都市建設部】 

○ 大規模火災の危険性が高い住宅密集地の改善を図るため、土地区画整理事業等を

活用し、避難・延焼遮断空間の確保に資する狭 隘
きょうあい

道路・行き止まり道路等の解消を行

い、安全性を優先的に考慮した土地利用を図りながら、災害に強く安全なまちづくりを

進める。 

 

○ 大規模火災の危険性が高い住宅密集地の改善を図るため倒壊・消失の危険性が高

い老朽建築物の更新等を所有者に要請し、安全性を優先的に考慮した土地利用を図る。 

 

〇 大規模地震時、家庭・事業所等における火災を防止するため、電気に起因する発

火を抑制するための感震ブレーカーや、着火及び延焼拡大防止に効果のある防炎物品

のカーテン・じゅうたん等、及び初期消火活動に資する住宅用火災警報器や住宅用消

火器について、普及啓発・促進を図る。  

 

（ガス設備の耐災性の強化）【総務部】 

○ 耐震性の低いガス管の破損による火災や爆発を防ぐため、耐震性・耐食性に優れた

ガス管（ポリエチレン管）への取替えなどの情報を提供する。 

 

○ ガス爆発やそれに伴う火災の発生を防ぐため、都市ガス事業者においては発災時

に迅速なガスの緊急停止判断を行うための体制整備を、ＬＰガス事業者においてはＬ

Ｐガス容器の転倒転落防止措置の強化や安全装置（自動ガス遮断装置等）の整備促進等

の自主保安活動への協力を要請する。 
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（家庭・事業所における地震対策）【総務部】 

○ 各家庭や事業所における地震対策を進めるため、住家や事業所の耐震化のみなら

ず家具の固定等、身の回りの安全対策や非常持出品の準備等の重要性について、防災講

座等を通じて意識啓発を図る。また、地震発生時に市民各自が身の安全を確保する行動

をとれるよう、総合防災訓練等を活用した各地区防災訓練への参加を促す。 

 

（災害対応業務の標準化・共有化）【総務部】 

○ 関係機関が連携して災害対応を円滑に行えるよう、熊本地震の教訓や訓練等の結

果を踏まえ、非常時優先業務等を整理のうえ災害対応に係るタイムラインを作成・整備

し、災害対応業務の標準化を行う。また、関係機関における情報の共有と災害対応業務

の習熟を図る。 

 

（防災訓練の実施）【総務部】 

○ 大規模災害時の初動対応力を強化するため、様々な災害を想定した防災訓練の実

施により、災害対応業務の習熟や防災関係機関の連携強化を図る。 

 

（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部・市長公室】 

○  住民へ防災上の重要情報や避難勧告等の災害情報を確実に伝達するため、防災情

報を国から市が直接受信するＪアラート（全国瞬時警報システム）や、避難勧告等の情

報を広く住民に伝達するＬアラート（災害情報共有システム）を活用するとともに、こ

れらの情報伝達体制による訓練を行う。 

 

○ 市民に防災に関する情報が迅速かつ的確に周知・広報できるよう、報道機関等との

連携体制を構築する。 

 

○  防災情報（水位、雨量、カメラ画像等）を提供する県統合型防災情報システムや、

県及び市の防災情報メールサービスについて市民に周知するとともに、多様な情報提
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供手段を確保するため、ＳＮＳや市ホームページなどを活用した迅速かつ的確な情報

発信体制を整える。 

 

（過去の教訓や経験の伝承）【総務部・市長公室】 

〇 大規模災害の記憶や教訓を後世に伝えるため、災害関連資料を収集・整理・保存す

るデジタルアーカイブの整備及び災害遺構等の適切な保存・管理を行い、それらを活用

した防災教育を行う。また、災害の記憶や教訓が、市内のみならず全国の防災力向上に

活用されるよう、広く発信する。 

 

（家賃低廉化事業の活用と住宅の管理）【都市建設部】 

○ 家賃低廉化事業を活用し、公営住宅を維持管理するとともに災害時にも継続して

住める環境を平時から整えておく。 

 

 

１－２ 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者

の発生 

（公共建築物、学校施設の耐震化及び火災防止）  

【総務部・都市建設部・教育委員会・健康福祉部・こども部・各施設所管部】 

○ 大規模地震等の発生時、庁舎等の公共施設の倒壊等を防止するため、吊り天井等の

非構造部材も含めた公共建築物の耐震化を着実に進めるとともに、エレベーター等の

建築設備の安全対策や火災警報器等の消防設備の適正な維持管理を行う。 

 

○ 幼稚園・保育園・学校等において、こどもたち及び教職員等の安全を確保するとと

もに、施設を避難所として使用できるよう、施設、校舎や体育館の耐震化及び天井の脱

落対策等、非構造部材も含めた施設・設備の耐震化や防火設備の適切な維持管理を行う。 

 

〇 公共施設・学校施設の安全性・機能性の確保に向けて適切な維持管理や老朽化対策、
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防災機能強化等を図っていく。また、老朽化する施設の増加に伴い、施設の維持管理に

係るトータルコストの縮減や予算の平準化などを図るとともに長寿命化に向けた施設

の整備を行っていく。 

 

（医療施設、社会福祉施設の耐震化及び火災防止）【健康福祉部】 

○ 大規模地震等の発生時、医療施設や社会福祉施設の機能を維持するとともに、人的

被害の拡大を防ぐため、施設の耐震化やスプリンクラーの設置を促進する。 

 

（不特定多数の者が利用する建築物の耐震化及び火災防止）【総務部・産業振興部・都

市建設部】 

○ 大規模地震等の発生時、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物の倒壊等

を防止するため、耐震化の啓発活動や相談対応等を行う。また、耐震診断が義務付けら

れた民間建築物については、県と連携して非構造部材も含めた耐震化を支援する。 

 

○ 不特定多数の者が利用する建築物の火災を防止するため、各消防本部を通じ、消防

用設備の整備及び適切な維持管理や、実践的な訓練等を通じて防火防災体制の強化を

図る。 

 

（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部・市長公室】（１－１に同掲載あり） 

○  住民へ防災上の重要情報や避難勧告等の災害情報を確実に伝達するため、防災情

報を国から市が直接受信するＪアラート（全国瞬時警報システム）や、避難勧告等の情

報を広く住民に伝達するＬアラート（災害情報共有システム）を活用するとともに、こ

れらの情報伝達体制による訓練を行う。 

 

○ 市民に防災に関する情報が迅速かつ的確に周知・広報できるよう、報道機関等との

連携体制を構築する。 
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○  防災情報（水位、雨量、カメラ画像等）を提供する県統合型防災情報システムや、

県及び市の防災情報メールサービスについて市民に周知するとともに、多様な情報提

供手段を確保するため、ＳＮＳや市ホームページなどを活用した迅速かつ的確な情報

発信体制を整える。 

 

（過去の教訓や経験の伝承）【総務部・市長公室】（１－１に同掲載あり） 

〇 大規模災害の記憶や教訓を後世に伝えるため、災害関連資料を収集・整理・保存す

るデジタルアーカイブの整備及び災害遺構等の適切な保存・管理を行い、それらを活用

した防災教育を行う。また、災害の記憶や教訓が、市内のみならず全国の防災力向上に

活用されるよう、広く発信する。 

 

（住宅密集地における火災の拡大防止）【総務部・都市建設部】（１－１に同掲載あり） 

○ 大規模火災の危険性が高い住宅密集地の改善を図るため、土地区画整理事業等を

活用し、避難・延焼遮断空間の確保に資する狭隘
きょうあい

道路・行き止まり道路等の解消・公

園等の整備を行い、安全性を優先的に考慮した土地利用を図りながら、災害に強く安全

なまちづくりを進める。 

 

○ 大規模火災の危険性が高い住宅密集地の改善を図るため、倒壊・消失の危険性が高

い老朽建築物の更新等を所有者に要請し、安全性を優先的に考慮した土地利用を図る。 

 

○ 大規模地震時、家庭・事業所等における火災を防止するため、電気に起因する発火

を抑制するための感震ブレーカーや、着火及び延焼拡大防止に効果のある防炎物品の

カーテン・じゅうたん等、及び初期消火活動に資する住宅用火災警報器や住宅用消火器

について、普及啓発・促進を図る。 

 

（消防団の災害対処能力の強化）【総務部】 

○ 大規模災害時における対処能力の強化を推進し、迅速・的確な救出・救助活動及び
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消火活動を実施するため、人員の確保及び救助用資機材の整備や充実を図るとともに、

実践的な訓練を反復実施する。 

 

（自衛隊、警察、消防等の県外からの応援部隊の受入体制の整備）【総務部】 

○ 大規模災害時等、自衛隊、警察、消防などの応援部隊の受入体制を整備するととも

に、応援側と受援側の事前の役割分担のルール化や訓練等に取り組む。 

 

○ 多くの応援部隊を受け入れるため、宿営地や駐車場を含めた部隊の活動拠点を複

数確保するとともに、情報共有による円滑な活動体制整備に取り組む。 

 

（消防団における人員の確保、資機材の整備促進）【総務部】 

〇 地域の防災力の強化を図るため、商工関係団体等への情報提供や協議等により消

防団活動に対する企業等の理解を促すとともに、転入者の新規入団の促進を図る他、能

力や実情に応じて特定の活動のみ参加する機能別消防団員（退団ＯＢの活用や学生消

防団員含む）の創設等も含め、他市町村や消防協会等と連携した消防団員の確保・支援

対策に取り組む。 

また、消防団の災害対応力向上のため、県による補助や国の無償貸与制度及びその他

各種団体等の寄贈事業等を活用した資機材の整備を促進する。 

 

 

１－３ 突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多

数の死傷者の発生（ため池の損壊によるものや、防災インフラの損

壊・機能不全等による洪水に対する脆弱な防災能力の長期化に伴う

ものを含む） 

（浸水被害の防止に向けた河川整備等）【都市建設部・総務部】 

○ 大規模風水害時の広域的な浸水被害を防止するため、浸水被害の多い河川や、市街

化区域を流下する河川の整備等、ハード対策を重点的に実施する。 
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〇 逃げ遅れ等を防止するため、統合型防災情報システムによる雨量や河川水位等の

情報活用を促す。また、浸水想定区域図から想定し得る最大規模の洪水に対応するよう

見直し、ハザードマップ等の情報を踏まえ、公共施設や要配慮者利用施設等について、

災害リスクの低い安全な土地利用の検討を図る。 

 

（円滑な避難のための道路整備）【都市建設部】 

○ 道路の浸水や交通渋滞等による逃げ遅れを防止するため、土地区画整理事業等を

活用し、道路の計画的な整備及び維持管理・更新に取り組む。 

 

〇 橋梁等の耐震化、浸水が予想される箇所での道路嵩上げ等の冠水対策を進める。 

 

（避難勧告等の適切な発令）【総務部】 

○ 避難情報の発表及び避難指示の発令が適切に実施されるよう、防災情報ネットワ

ークシステム等を用いて、市における避難指示の発令に必要な情報を収集するととも

に、発令方法等について国、県のガイドラインに基づき実施する。 

 

○ 避難勧告等を踏まえ、市民が適切に避難できるよう、防災講座等において避難情報

の意味や重要性の周知・啓発を進める。 

 

（事前予測が可能な災害への対応）【総務部】   

○ 事前予測が可能な大雨・台風等の災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、関係

機関の災害対応を時系列で整理したタイムラインを活用し、関係機関が適時適切に対

応できるよう訓練等を行うとともに、連携強化を図る。 

 

○ 大雨等が予想される場合、多くの市民が安全なうちに避難するよう、危険が切迫

する前の明るいうちに避難する「予防的避難」の重要性について啓発する。また、避
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難勧告等を踏まえ、市民が適切に避難するよう、防災講座等において避難情報の意味

や重要性の周知・啓発に努める。 

 

（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部・市長公室】（１－１、１－２に同

掲載あり） 

○  住民へ防災上の重要情報や避難勧告等の災害情報を確実に伝達するため、防災情

報を国から市が直接受信するＪアラート（全国瞬時警報システム）や、避難勧告等の

情報を広く住民に伝達するＬアラート（災害情報共有システム）を活用するととも

に、これらの情報伝達体制による訓練を行う。 

 

○ 市民に防災に関する情報が迅速かつ的確に周知・広報できるよう、報道機関等と

の連携体制を構築する。 

 

○  防災情報（水位、雨量、カメラ画像等）を提供する県統合型防災情報システム

や、県及び市の防災情報メールサービスについて市民に周知するとともに、多様な情

報提供手段を確保するため、ＳＮＳや市ホームページなどを活用した迅速かつ的確な

情報発信体制を整える。 

 

（災害対応業務の標準化・共有化）【総務部】（１－１に同掲載あり） 

○ 関係機関が連携して災害対応を円滑に行えるよう、熊本地震の教訓や訓練等の結

果を踏まえ、非常時優先業務等を整理のうえ災害対応に係るタイムラインを作成・整

備し、災害対応業務の標準化を行う。また、関係機関における情報の共有と災害対応

業務の習熟を図る。 

 

（防災訓練の実施）【総務部】（１－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時の初動対応力を強化するため、様々な災害を想定した防災訓練の実

施により、災害対応業務の習熟や防災関係機関の連携強化を図る。 
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（浸水対策、流域減災対策）【都市建設部・産業振興部・総務部】 

○ 大規模な浸水被害を防止するため、河川堤防等の施設の整備など、被害軽減に資す

る流域減災対策に対する整備及び要請を行う。 

 

 

１－４ 大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の

発生のみならず、後年度にわたり脆弱性が高まる事態 

（阿蘇山噴火時の避難体制の整備）【総務部・市長公室】 

○ 火山活動に伴う噴石、ガス、降灰等による被害を防ぐため、市における避難場所や

避難経路、避難のための施設の整備を進める。 

  

○ 火山噴火時に地域住民などが迅速に避難できるよう、国、県、他市町村及び関係機

関と連携して、噴火警戒レベルや火山災害時における避難等の啓発を行う。 

  

○ 噴火に関する情報を迅速かつ正確に提供するため、防災行政無線、サイレン等、情

報伝達手段の多様化を図る。 

 

（山地・土砂災害対策の推進）【産業振興部・都市建設部・総務部】 

○ 大規模な山地・土砂災害による死傷者の発生を防止するため、豪雨時の早期避難体

制の整備等を進めるとともに、土砂災害特別警戒区域等内の土地利用の適切な制限を

図る。 

 

○ 土砂災害による危険から住民の安全を確保するため、土砂災害警戒区域等の周知

を行うとともに、土砂災害特別警戒区域内に居住する住民の安全な地域への移転を促

進する。 
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（災害対応業務の標準化・共有化）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

○ 関係機関が連携して災害対応を円滑に行えるよう、熊本地震の教訓や訓練等の結

果を踏まえ、非常時優先業務等を整理のうえ災害対応に係るタイムラインを作成・整備

し、災害対応業務の標準化を行う。また、関係機関における情報の共有と災害対応業務

の習熟を図る。 

 

（防災訓練の実施）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害時の初動対応力を強化するため、様々な災害を想定した防災訓練の実

施により、災害対応業務の習熟や防災関係機関の連携強化を図る。 

 

（農業用ため池等の維持管理・更新）【産業振興部】 

○ 大規模災害時の農業用ため池の決壊等による二次災害を防止するため、農業用た

め池の点検や改修の必要性の判定を行い、計画的に改修を進める。 

 

〇 ため池管理者による日常管理や緊急体制の整備、ハザードマップの作成等、ため池

の適正な維持管理を図る。 

 

（共済加入の促進）【産業振興部】 

○ 大規模自然災害が発生しても、農業経営の安定を図るため、農業災害補償制度がセ

ーフティネットとして十分な役割を果たすよう、農業共済加入を促進する。 

 

（農業施設の耐候性等の強化）【産業振興部】 

○ 大規模災害時の農業施設の被災による施設園芸の競争力低下を防止するため、気

象災害に強い耐候性強化型ハウスの導入を促進する。 

 

（降灰対策の推進）【健康福祉部・市民生活部・都市建設部・産業振興部】 

○ 降灰による住民生活への被害等を防ぐため、健康被害への影響防止や道路等の降
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灰除去に必要な資機材を確保するとともに、関係機関との連携体制を強化する。 

 

１－５ 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

〇 住民へ防災上の重要情報や避難勧告等の災害情報を確実に伝達するため、防災情

報を国から市が直接受信するＪアラート（全国瞬時警報システム）や、避難勧告等の

情報を広く住民に伝達するＬアラート（災害情報共有システム）を活用するととも

に、これらの情報伝達体制による訓練を行う。 

 

（避難勧告等の適切な発令）【総務部】（１－３に同掲載あり） 

○ 避難情報の発表及び避難指示の発令が適切に実施されるよう、防災情報ネットワ

ークシステム等を用いて、市における避難指示の発令に必要な情報を収集するととも

に、発令方法等について国、県のガイドラインに基づき実施する。 

 

○ 避難勧告等を踏まえ、市民が適切に避難できるよう、防災講座等において避難情報

の意味や重要性の周知・啓発を進める。 

 

（通信手段の機能強化）【総務部・市長公室】 

○ 大規模災害時、防災関係機関との通信を確保するため、防災行政無線等の通信設備

の耐震化など通信体制の強化を図るとともに、72 時間程度の停電に対応するための非

常用電源の整備及び電力や燃料の供給に関する協定締結等により、通信手段の多重化

（リダンダンシー）を図る。 

 

（要支援者対策の推進）【総務部・健康福祉部】 

○ 避難行動要支援者が着実に避難できるよう、避難行動要支援者名簿の見直しや、個

別計画の策定及び見直しを図る。 
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（観光客の安全確保等）【産業振興部】 

○ 大規模災害時、観光客の安全を確保するため、観光施設や宿泊施設において、観光

客に適切な避難誘導や情報提供がなされるよう、避難訓練や従業員に対する防災教育

の実施を要請する。 

 

（外国人に対する情報提供の配慮）【総務部】 

○ 大規模災害時、外国人に対する支援を円滑に行うため、平時から市ホームページの

多言語表記等、外国人にも解りやすい市ホームページの編製に努めるとともに、民間企

業など関係機関と連携し、災害時に多言語による相談窓口の開設や市ホームページの

等での発信などを速やかに実施する体制を構築する。 

 

（情報伝達体制の整備と地域の共助）【総務部】 

○ 大規模災害時に、適切な災害対応が行われるよう、市と地域の間で情報を共有する

ために、適切な災害対応が行われるよう、市と自主防災組織との連携、自主防災組織等

の活動の強化を図るとともに、地域防災リーダー（防災士等）の育成などの充実を図る。 

 

（学校等の災害対応の機能向上）【教育委員会・こども部】 

○ 大規模災害時、こどもたちの身の安全を確保するため、学校及び教育・保育施設で

全職員への確実な情報伝達がなされる体制を整備するとともに、訓練の実施により、実

効性を確保する。 

 

○ 防災教育の更なる充実により、大規模災害時、防災上の必要な情報が届かない場合

もこどもたちが自らの命を守れるよう主体的な行動を育成するとともに、こどもたち

の安全確保に向けた地域・保護者・関係機関等の連携協働体制を構築する。 

 

（事前予測が可能な災害への対応）【総務部】（１－３に同掲載あり） 

○ 事前予測が可能な大雨・台風等の災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、関係
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機関の災害対応を時系列で整理したタイムラインを活用し、関係機関が適時適切に対

応できるよう訓練等を行うとともに、連携強化を図る。 

 

 

（２）救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の

健康・避難生活環境を確実に確保することにより、関連死を最大限

防ぐ 

 

２－１ 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネ

ルギー供給の停止 

（災害時における給食センター及び各学校給食室の平常稼働）【教育委員会】 

○ 施設の老朽化が進んでいる現状や、これから先も引き続き安全安心な学校給食を

安定的に提供するために、施設の維持管理、整備・更新を進めて行く。 

 

（家庭や事業所における備蓄の促進）【総務部】   

○ 大規模災害時、物資の供給が再開されるまでの間に、市民及び事業者に対し、食物

アレルギー対応食品等を含め、必要な食料・飲料水等を確保するなど、備蓄の必要性に

係る啓発を行い、最低 3日分（推奨 1週間）の備蓄を促進する。 

 

（備蓄の推進）【総務部】 

○ 大規模災害時、多数の被災者に対し食料等の物資供給を迅速に行えるよう、市の

備蓄方針を検討し、食料や飲料水など、必要な備蓄量を確保する。 

 

（民間企業・他市町村・県・国等と連携した食料等の供給体制の整備）【総務部】 

○ 大規模災害時に食料等の物資を円滑に供給するため、民間企業や事業者団体と食

料や飲料水等の提供に係る協定を締結し、連携体制の整備を図るとともに、防災関係

機関や民間企業等との訓練を通じて供給体制の実効性を強化する。 
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○ 大規模災害時に国等が行うプッシュ型の物資支援等により、物資集積拠点に配送

された支援物資を各避難所に円滑に届けるため、物流事業者等と連携するなど、その

体制を整備し、実効性を強化する。 

 

○ 大規模災害時に市の備蓄では不足する事態に陥っても、支援物資を避難所に供給

できるよう、供給体制の多重化、強化を図る。 

 

（水道施設の耐震化等）【水道局】 

○ 水道施設の被災により飲料水の供給が長期間停止することを防止するため、アセ

ットマネジメント等を活用した施設の中長期的な更新計画を推進するとともに、水道

施設の耐震化を図る。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】 

〇 南海トラフ地震が発災した際に各地域への人命救助、物資輸送に必要なライフラ

インとしての役割を担う中九州横断道路の早期完成に向けて、関係機関に要請する。 

 

〇 各地域への救援物資の輸送を円滑に行うために、北熊本スマートインターチェン

ジや今後整備される合志インターチェンジにつながる主要幹線道路の 4 車線化の早期

完成を要請する。 

 

〇 災害時、国県道に車両が集中し交通混雑が予想されるため、市道に車両が侵入

し、緊急車両の通行及び地域の生活道路が混乱しないように、緊急輸送路の多重性

（リダンダンシー）を確保するための迂回路等の整備を要請する。 

 

○ 市内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、市東西を結ぶ都市計画道路 

の計画的な整備を進めるとともに、御代志駅前広場をはじめとする交通結節点を整備
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し、公共交通機関との連携を図りながら、物資輸送ルートの強化を図る。 

 

〇 国及び県有地における災害時の防災拠点としての機能を発揮するために、国及び

県からの要請に基づき、国・県有地の施設活用等の協議を行う。 

 

 

２－２ 劣悪な避難環境生活、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者

の健康・心理状態の悪化による死者の発生 

（避難所の体制整備）【総務部・健康福祉部・教育委員会・水道局】 

○ 多数の被災者の受け入れが可能となるよう、福祉避難所を含めた指定避難所及び

避難場所の見直しを図る。 

 

○ 大規模災害時、多数の避難者を受け入れる避難所等として指定する施設について

は、非構造部材も含めた耐震化を促進するとともに、空調施設、給水施設（井戸等）、

非常用電源、マンホールトイレをはじめ各種トイレ等の整備を進める。 

 

○ 避難所への円滑な避難が可能となるよう、平時から指定避難所や福祉避難所の位

置、特に福祉避難所の設置目的等について周知徹底を図る。 

〇 要配慮者への支援、プライバシーの確保など多様な視点に配慮した避難所運営が

行われるよう、自主防災組織等の住民組織とボランティア等との連携を前提とした避

難所運営マニュアルの見直し及び周知を図る。 

 

〇 公共施設以外の施設において、避難所指定の有無に関わらず、大規模災害時には多

くの被災者が避難されることを想定し、施設の安全性の確認方法及び避難者の対応体

制の整備を図る。 

 

〇 大規模災害時、多数の避難者が想定される避難所及び福祉避難所として、安心し
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て避難生活できる環境を確保するため、施設の維持管理に努めるとともに、福祉避難

所として機能が発揮できるよう、非常用電源（自家発電設備や再生可能エネルギー・

蓄電池など）確保の整備を進める。 

 

〇 避難所のより円滑な運営を図るため、マイナンバーカードや ICT の活用および整

備の検討をする。 

 

〇 パンデミック化における避難所等での健康管理や生活環境の整備にいち早く取り

組めるよう、ロボット・ドローン・ＡＩ等の活用を検討する。 

 

(避難所等の保健衛生・健康対策）【健康福祉部】 

○ 避難所等において、食中毒や感染症等の発生を防ぐため、災害時における感染症・

食中毒対策を検討する。 

 

○ 避難者の健康悪化を防ぐため、災害ボランティア、関係機関と連携のうえ、避難所

等における高齢者の生活不活発病対策及び誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア・歯科保

健指導等を実施するための体制を整備する。 

 

（福祉避難所の円滑な運営）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、福祉避難所が円滑に開設・運営されるよう、福祉避難所運営マニュ

アルの作成や、関係機関による研修・訓練等の取り組みを支援するとともに、要配慮者

や地域住民に対して、福祉避難所の設置目的等について広報を行い、理解の促進を図る。 

 

（熊本ＤＣＡＴ(ﾃﾞｨｰｷｬｯﾄ)の体制の整備）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、避難所等において高齢者や障がいのある人等の要配慮者に対し十

分なケアを行うため、介護福祉士等の専門職員等で構成する「熊本県災害派遣福祉チー

ム（熊本ＤＣＡＴ(ﾃﾞｨｰｷｬｯﾄ)）」や各種団体等のボランティアをスムーズに受援できる
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ように、体制を整備する。 

 

（指定避難所以外の被災者の把握体制）【総務部・健康福祉部】 

〇 大規模災害時、車中泊等を行う被災者に対応するため、自治会や自主防災組織、消

防団、ＮＰＯ、ボランティア等と連携して指定避難所以外の避難所や大規模駐車場等へ

の避難者（車中泊者を含む）を把握するとともに、情報や物資の提供体制を整備する。 

 

（エコノミークラス症候群の予防）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、エコノミークラス症候群の発生を防ぐため、平時からその発症リス

クと予防法等についての防災教育や、発生直後からの有効な広報体制づくりを進める

とともに、被災地において加圧靴下の使用や、予防に必要な運動などの啓発を行う。 

 

 

２－３ 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

（孤立集落に対する取り組み）【総務部】 

○ 支援物資の円滑な輸送や傷病者の救急搬送を可能とするため、市や関係機関等に

おいて、孤立集落発生時における対応手順を定め、情報伝達体制を構築するとともに、

市民の早期避難や物資備蓄の啓発、防災訓練等に取り組む。 

 

（孤立集落発生の防止）【総務部・産業振興部・水道局・都市建設部】 

○ 大規模災害時、多数の孤立集落の発生を防止するため、市内各地域や集落間を結ぶ

道路（農道等含む）の計画的な整備を進めるとともに、橋梁等の耐震化、計画的な維持

管理・更新を進める。また、孤立集落発生時には道路、農道、林道等を活用し、早期の

解消を図る。 

 

○ 大規模な土砂災害による孤立集落の発生を防止するため、豪雨時の早期避難体制

の整備等進める。 
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○ 浸水による孤立集落の発生を防止するため、老朽化が進む農業用施設の計画的な

更新を実施するとともに、適切な保全管理に取り組む。 

 

（防災拠点等への再エネ設備等の導入 ）【総務部・市民生活部・産業振興部・健康福祉

部】 

○ 大規模災害により電力事業者が被災し、電力供給が途絶した場合も防災拠点や避

難所の機能を維持するため、従来の非常用発電機に加え、再生可能エネルギーと蓄電池

等を合わせた自立・分散型エネルギーの導入を図る。 

 

〇 大規模災害時、多数の避難者が想定される避難所及び福祉避難所として、安心し

て避難生活できる環境を確保するため、施設の維持管理に努めるとともに、福祉避難

所として機能が発揮できるよう、非常用電源（自家発電設備や再生可能エネルギー・

蓄電池など）確保の整備を進める。 

 

（自主防災組織の活動の強化）【総務部】 

○ 自主防災組織が市や消防団等と連携した対応ができるよう、平時の活動を通じて

顔の見える関係を構築するとともに、近隣住民の安否確認や避難誘導等に加え、災害時

にいち早く避難所を設置できるよう、避難所の設置・運営訓練等、連携を強化する。 

 

○ 災害発生により集落の孤立が発生した場合、孤立が解消するまでの間、集落内にお

ける被災者救助・支援等を担う地域の共助体制を強化するため、地域コミュニティの維

持等の取り組みについて支援する 

 

２－４ 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不

足 

（消防施設の耐災性の強化）【総務部】 

○ 大規模災害時に市が保有する消防施設が地域の救助・救急、消火活動の拠点として
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の機能を果たせるよう、非構造部材も含めた施設の耐震化、備蓄や消防水利の耐震化等

による水の確保、非常用電源設備の整備促進及び浸水対策として上層階への電源設備

や電子機器などの設備設置等に取り組む。 

 

（消防団の災害対処能力の強化）【総務部】（１－２に同掲載あり） 

○ 大規模災害時における対処能力の強化を推進し、迅速・的確な救出・救助活動及び

消火活動を実施するため、人員の確保及び救助用資機材の整備や充実を図るとともに、

実践的な訓練を反復実施する。 

 

（自衛隊、警察、消防等の県外からの応援部隊の受入体制の整備）【総務部】（１－２に

同掲載あり） 

○ 大規模災害時等、自衛隊、警察、消防などの応援部隊の受入体制を整備するととも

に、応援側と受援側の事前の役割分担のルール化や訓練等に取り組む。 

 

○ 多くの応援部隊を受け入れるため、宿営地や駐車場を含めた部隊の活動拠点を複

数確保するとともに、情報共有による円滑な活動体制整備に取り組む。 

 

（災害対応業務の標準化・共有化）【総務部】（１－１、１－３に同掲載あり） 

○ 関係機関が連携して災害対応を円滑に行えるよう、熊本地震の教訓や訓練等の結

果を踏まえ、非常時優先業務等を整理のうえ災害対応に係るタイムラインを作成・整備

し、災害対応業務の標準化を行う。また、関係機関における情報の共有と災害対応業務

の習熟を図る。 

 

（消防団における人員の確保、資機材の整備促進）【総務部】（１－２に同掲載あり） 

〇 地域の防災力の強化を図るため、商工関係団体等への情報提供や協議等により消

防団活動に対する企業等の理解を促すとともに、転入者の新規入団の促進を図る他、

能力や実情に応じて特定の活動のみ参加する機能別消防団員（退団ＯＢの活用や学生
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消防団員含む）の創設等も含め、他市町村や消防協会等と連携した消防団員の確保・

支援対策に取り組む。 

また、消防団の災害対応力向上のため、県による補助や国の無償貸与制度及びその他

各種団体等の寄贈事業等を活用した資機材の整備を促進する。 

 

（自主防災組織の活動の強化）【総務部】（２－３に同掲載あり） 

○ 自主防災組織が市や消防団等と連携した対応ができるよう、平時の活動を通じて

顔の見える関係を構築するとともに、近隣住民の安否確認や避難誘導等に加え、災害時

にいち早く避難所を設置できるよう、避難所の設置・運営訓練等を推進する。 

 

（熊本ＤＭＡＴ(ﾃﾞｨｰﾏｯﾄ)の体制の整備）【健康福祉部】 

○ 災害発生直後の急性期（概ね 48時間以内）に救命救急活動を行える災害時派遣医

療チーム（熊本ＤＭＡＴ(ﾃﾞｨｰﾏｯﾄ)）をスムーズに受援できるように体制を整備する。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１に同掲載あり） 

○ 南海トラフ地震が発災した際に各地域への人命救助、物資輸送に必要なライフラ

インとしての役割を担う中九州横断道路の早期完成に向けて、関係機関に要請する。 

 

○ 各地域への救援物資の輸送を円滑に行うために、北熊本スマートインターチェン

ジや今後整備される合志インターチェンジにつながる主要幹線道路の 4 車線化の早期

完成を要請する。 

 

○ 災害時、国県道に車両が集中し交通混雑が予想されるため、市道に車両が侵入し、

緊急車両の通行及び地域の生活道路が混乱しないように、緊急輸送路の多重性（リダン

ダンシー）を確保するための迂回路等の整備を要請する。 

 

○ 市内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、市東西を結ぶ都市計画道路 
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の計画的な整備を進めるとともに、御代志駅前広場をはじめとする交通結節点を整備

し、公共交通機関との連携を図りながら、物資輸送ルートの強化を図る。 

 

○ 国及び県有地における災害時の防災拠点としての機能を発揮するために、国及び

県からの要請に基づき、国・県有地の施設活用等の協議を行う。 

 

（緊急交通路の確保）【都市建設部】 

○ 大規模災害時、被災地への車両の過剰な流入を抑制し、緊急車両等の通行を確保す

るため、直ちに高速道路等の主要幹線道路の被災状況を把握するとともに、緊急交通路

を指定し一般車両の通行規制を行うことができるよう、平時から交通管理者と道路管

理者の連携体制を強化する。 

 

 

２－５ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネ

ルギー供給の途絶による医療機能の麻痺 

（燃料供給体制の構築）【総務部】 

○ 大規模災害時の救助・救急等の活動に必要な燃料供給の途絶を防ぐため、関係機関

と連携のうえ、燃料供給体制の構築を図る。 

 

（活動に必要な燃料の供給）【総務部】 

○ 市外から応急対応のために来援した機関の燃料供給体制を構築するため、受援主

体において、石油小売会社等との協定等による供給体制の整備を図るとともに、消防本

部においては国の補助や無償貸与制度を活用した燃料補給車の整備を進める。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４に同掲載あ

り） 

○ 南海トラフ地震が発災した際に各地域への人命救助、物資輸送に必要なライフラ
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インとしての役割を担う中九州横断道路の早期完成に向けて、関係機関に要請する。 

 

○ 各地域への救援物資の輸送を円滑に行うために、北熊本スマートインターチェン

ジや今後整備される合志インターチェンジにつながる主要幹線道路の 4 車線化の早期

完成を要請する。 

 

○ 災害時、国県道に車両が集中し交通混雑が予想されるため、市道に車両が侵入

し、緊急車両の通行及び地域の生活道路が混乱しないように、緊急輸送路の多重性

（リダンダンシー）を確保するための迂回路等の整備を要請する。 

 

○ 市内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、市東西を結ぶ都市計画道路 

の計画的な整備を進めるとともに、御代志駅前広場をはじめとする交通結節点を整備

し、公共交通機関との連携を図りながら、物資輸送ルートの強化を図る。 

 

○ 国及び県有地における災害時の防災拠点としての機能を発揮するために、国及び

県からの要請に基づき、国・県有地の施設活用等の協議を行う。 

 

 

２－６ 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水・食料等の供給不足 

（災害時の帰宅困難者の支援体制の整備）【総務部】 

○ 災害時の帰宅困難者等への飲料水やトイレなど、支援体制を整備するため、民間企

業、各種団体、組合等との協定の締結を進める。 

 

（公共交通機関に係る情報体制の整備）【市長公室】 

○ 運行状況が大きく変化する災害時の公共交通機関の情報を、正確かつ迅速に把握・

発信するため、交通事業者との情報連絡体制の再構築及び情報発信体制の強化を図る。 
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２－７ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による

医療機能の麻痺 

（医療救護活動の体制整備）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、救護所等で活動する医療従事者を確保するため、関係機関と連携し、

救護活動に係る医療従事者の派遣等について連携を強化するなど、引き続き医療救護

活動の体制の整備を図る。 

 

（熊本ＤＭＡＴ(ﾃﾞｨｰﾏｯﾄ)の体制の整備）【健康福祉部】（２－４に同掲載あり） 

○ 災害発生直後の急性期（概ね 48時間以内）に救命救急活動を行える災害時派遣医

療チーム（熊本ＤＭＡＴ(ﾃﾞｨｰﾏｯﾄ)）をスムーズに受援できるように体制を整備する。 

 

（熊本ＤＰＡＴ(ﾃﾞｨｰﾊﾟｯﾄ)の体制の整備）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時、被災地域の精神科病院の診療支援や、避難所生活を送る患者の対応、

災害のストレスによって心身の不調を来した被災者の心のケア等を行うため、県内の

精神科医療機関で編成する災害派遣精神医療チーム（熊本ＤＰＡＴ(ﾃﾞｨｰﾊﾟｯﾄ)）をスム

ーズに受援できるように体制を整備する。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５に

同掲載あり） 

○ 南海トラフ地震が発災した際に各地域への人命救助、物資輸送に必要なライフラ

インとしての役割を担う中九州横断道路の早期完成に向けて、関係機関に要請する。 

 

○ 各地域への救援物資の輸送を円滑に行うために、北熊本スマートインターチェン

ジや今後整備される合志インターチェンジにつながる主要幹線道路の 4 車線化の早期

完成を要請する。 
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○ 災害時、国県道に車両が集中し交通混雑が予想されるため、市道に車両が侵入し、

緊急車両の通行及び地域の生活道路が混乱しないように、緊急輸送路の多重性（リダン

ダンシー）を確保するための迂回路等の整備を要請する。 

 

○ 市内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、市東西を結ぶ都市計画道路 

の計画的な整備を進めるとともに、御代志駅前広場をはじめとする交通結節点を整備

し、公共交通機関との連携を図りながら、物資輸送ルートの強化を図る。 

 

○ 国及び県有地における災害時の防災拠点としての機能を発揮するために、国及び

県からの要請に基づき、国・県有地の施設活用等の協議を行う。 

 

 

２－８ 被災地における疾病・感染症等の大規模発生 

（感染症の発生・まん延防止）【健康福祉部】 

○ 浸水被害等による感染症の発生予防・まん延防止のため、平時から予防接種を促進

するとともに、災害時に消毒・害虫駆除等が適切かつ速やかに実施されるよう、県や他

市町村と連携して防疫対策に取り組む。 

 

（避難所等の保健衛生・健康対策）【健康福祉部】（２－２に同掲載あり） 

○ 避難所等において、食中毒や感染症等の発生を防ぐため、災害時における感染症・

食中毒対策を検討する。 

 

○ 避難者の健康悪化を防ぐため、災害ボランティア、関係機関と連携のうえ、避難所

等における高齢者の生活不活発病対策及び誤嚥性肺炎予防のための口腔ケア・歯科保

健指導等を実施するための体制を整備する。 
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 (エコノミークラス症候群の予防）【健康福祉部】（２－２に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、エコノミークラス症候群の発生を防ぐため、平時からその発症リス

クと予防法等についての防災教育や、発生直後からの有効な広報体制づくりを進める

とともに、被災地において加圧靴下の使用や、予防に必要な運動などの啓発を行う。 

 

（生活用水の確保）【総務部・市民生活部・教育委員会・健康福祉部】 

○ 大規模災害時にトイレ等の生活用水を確保するため、住民に対し近隣にある井戸

の位置や使用の可否について事前に確認するよう啓発を図る。また、学校のプールの利

用について学校施設管理者とあらかじめ協議を行う等、生活用水の確保について事前

の備えを促進する。 

 

○ 各家庭において普段から風呂に水を貯める（幼児がいる家庭においては安全面に

留意）など、生活用水の確保について啓発を行う。 

 

○ 事業所等と大規模災害時の井戸水の提供に係る協定締結等の促進を図る。 

 

（下水道ＢＣＰの充実）【水道局】 

○ 大規模災害時の下水道施設の被災による衛生悪化に伴う疫病・感染症等の発生を

防止するため、外部からの支援を受けて下水道施設の被災状況を迅速に確認する調査

体制を整えるとともに、下水道事業継続計画（ＢＣＰ）の充実を図り、下水を速やかに

排除・処理する体制を整える。 

 

 

（３）必要不可欠な行政機能は確保する 

 

３－１ 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

（防災拠点施設等の耐災性の強化）【総務部・各施設所管部】 
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○ 防災拠点施設の被災による応急対策や救助活動等の停滞を防止するため、防災拠

点施設である庁舎や学校等の公共施設等の指定避難所の防災上重要な建築物について

は、吊り天井等の非構造部材も含めた耐震化を重点的に推進するとともに、エレベータ

ー等の建築設備の安全対策を着実に進める。 

 

〇 災害対策本部として使用する庁舎等においては、長時間の停電時にも活動できる

よう、非常用電源設備の整備、電力供給箇所の確認を行うとともに、電力や燃料の供給

に関する民間事業者等との協定締結を進める。 

 

○ 大規模災害時に、災害対策本部となる庁舎の被災により使用不能となった際、応急

対策や救助活動等の活動拠点として使用できるよう、代替施設を事前に確保する。 

 

（業務継続可能な体制の整備）【総務部・市長公室】 

○ 大規模災害時に必要な業務を継続するため、あらかじめ代替庁舎の確保や非常時

優先業務の整理、災害業務に従事する職員に必要な食料備蓄など、庁内業務継続計画

（ＢＣＰ）の見直しを図る。 

 

○ 大規模災害時にも円滑に業務を継続するため、受援計画の策定や地域防災計画に

基づく個別分野別のマニュアル等の見直しを進める。 

 

○ 災害等による庁内ネットワークの停止やデータの消失等を防ぐため、通信回線の

二重化やネットワーク機器の予備装置の確保及び遠隔地でのバックアップ、パソコン

等の情報端末の代替機器の確保等を進める。 

 

（発災直後の職員参集及び対応体制の整備）【総務部】 

○ 職員の参集体制及び災害対応体制を整備するため、職員等の安否確認の手段を整

え、訓練により実効性を高める。また、外部の応援職員も必要な対応ができるよう、各
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種の災害対応業務マニュアルを整備する。 

 

（自治体間の応援体制の構築）【総務部】 

○ 大規模災害時、市外からの応援部隊の受入を円滑に行うため、応援側と受援側の役

割分担のルール化等を進める。 

 

（防災訓練の実施）【総務部】（１－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時の初動対応力を強化するため、様々な災害を想定した防災訓練の実

施により、災害対応業務の習熟や防災関係機関との連携強化を図る。 

 

（職員の安全確保に関する意識啓発）【総務部】 

○ 地震発生時に職員自身が自らの安全を確保する意識や能力を身につけるため、災

害時初動対応訓練の実施等により、対応能力の向上を図る。 

 

 

３－２ 広域防災拠点の被災による機能の大幅な低下 

（広域防災拠点となる施設等の耐災性の強化）【全庁】 

○ 防災拠点施設の被災による応急対策や救助活動等の停滞を防止するため、防災拠

点施設である庁舎や学校等を含む公共施設等の指定避難所の防災上重要な建築物につ

いては、吊り天井等の非構造部材も含めた耐震化を重点的に推進するとともに、エレベ

ーター等の建築設備の安全対策を着実に進める。 

 

○ 防災拠点としての機能を有する施設の複数確保、または県及び他市町村との相互

補完体制の構築など多重性（リダンダンシー）の確保を図る。 

 

○ 大規模災害時に、災害対策本部となる庁舎の被災により使用不能となった際、応急

対策や救助活動等の活動拠点として使用できるよう、代替施設を事前に確保する。 
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（広域的な災害に対応するための連携体制の強化）【総務部】 

○ 県境を越える広域的な大規模災害時、県外も含めた関係機関と迅速かつ適切な連

絡調整を行う。 

 

 

（４）情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、

交通ネットワーク等の被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧

させる 

 

４－１ テレビ・ラジオ放送の中断やインターネット・SNS の障害等により、

災害時に活用する情報サービスや通信インフラが機能停止し、情報

の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

（防災拠点施設等の非常用電源の整備の推進）【総務部】 

○ 大規模災害時、防災活動の拠点となる施設については、防災行政無線等の情報通信

施設が、72 時間程度の機能維持が可能となるよう、非常用電源の整備、非常用電源か

らの電力供給箇所の確認とともに、災害時における電力や燃料の供給に関する協定締

結等を図る。 

 

（通信手段の機能強化）【総務部・市長公室】 

○ 大規模災害時、防災関係機関との通信を確保するため、防災行政無線等の通信設備

の耐震化など通信体制の強化を図るとともに、72 時間程度の停電に対応するための非

常用電源の整備及び電力や燃料の供給に関する協定締結等により、通信手段の多重化

（リダンダンシー）を図る。 

 

○ 災害活動時に使用する衛星携帯電話の整備を進める。 
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○ 国及び電気通信事業者の協力のもと、電源車や衛星携帯電話の貸出しを受け情報

伝達手段を確保できるよう、緊密な連携体制の構築を図る。 

 

○ 東日本大震災において、非常用電源の燃料が枯渇したことから、関係機関と連携し

て使用可能時間を想定した燃料備蓄及び、燃料の迅速かつ安定的な確保を図る。 

 

〇 防災機関間の情報共有のための総合防災情報システムの強化。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７に同掲載あり） 

○ 南海トラフ地震が発災した際に各地域への人命救助、物資輸送に必要なライフラ

インとしての役割を担う中九州横断道路の早期完成に向けて、関係機関に要請する。 

 

○ 各地域への救援物資の輸送を円滑に行うために、北熊本スマートインターチェン

ジや今後整備される合志インターチェンジにつながる主要幹線道路の 4 車線化の早期

完成を要請する。 

 

○ 災害時、国県道に車両が集中し交通混雑が予想されるため、市道に車両が侵入し、

緊急車両の通行及び地域の生活道路が混乱しないように、緊急輸送路の多重性（リダン

ダンシー）を確保するための迂回路等の整備を要請する。 

 

○ 市内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、市東西を結ぶ都市計画道路 

の計画的な整備を進めるとともに、御代志駅前広場をはじめとする交通結節点を整備

し、公共交通機関との連携を図りながら、物資輸送ルートの強化を図る。 

 

○ 国及び県有地における災害時の防災拠点としての機能を発揮するために、国及び

県からの要請に基づき、国・県有地の施設活用等の協議を行う。 
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（防災情報等の迅速かつ的確な周知・伝達）【総務部・市長公室】（１－１、１－２、１

－３に同掲載あり） 

〇 住民へ防災上の重要情報や避難勧告等の災害情報を確実に伝達するため、防災情

報を国から市が直接受信するＪアラート（全国瞬時警報システム）や、避難勧告等の情

報を広く住民に伝達するＬアラート（災害情報共有システム）を活用するとともに、こ

れらの情報伝達体制による訓練を行う。 

 

○ 市民に防災に関する情報が迅速かつ的確に周知・広報できるよう、報道機関等との

連携体制を構築する。 

 

○  防災情報（水位、雨量、カメラ画像等）を提供する県統合型防災情報システムや、

県及び市の防災情報メールサービスについて市民に周知するとともに、多様な情報提

供手段を確保するため、ＳＮＳや市ホームページなどを活用した迅速かつ的確な情報

発信体制を整える。 

 

 

４－２ 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模

にわたる機能の停止 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７、４－１に同掲載あり） 

○ 南海トラフ地震が発災した際に各地域への人命救助、物資輸送に必要なライフラ

インとしての役割を担う中九州横断道路の早期完成に向けて、関係機関に要請する。 

 

○ 各地域への救援物資の輸送を円滑に行うために、北熊本スマートインターチェン

ジや今後整備される合志インターチェンジにつながる主要幹線道路の 4 車線化の早期

完成を要請する。 
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○ 災害時、国県道に車両が集中し交通混雑が予想されるため、市道に車両が侵入し、

緊急車両の通行及び地域の生活道路が混乱しないように、緊急輸送路の多重性（リダン

ダンシー）を確保するための迂回路等の整備を要請する。 

 

○ 市内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、市東西を結ぶ都市計画道路 

の計画的な整備を進めるとともに、御代志駅前広場をはじめとする交通結節点を整備

し、公共交通機関との連携を図りながら、物資輸送ルートの強化を図る。 

 

○ 国及び県有地における災害時の防災拠点としての機能を発揮するために、国及び

県からの要請に基づき、国・県有地の施設活用等の協議を行う。 

 

（防災拠点等への電力の早期復旧に向けた連携強化）【総務部】 

○ 大規模災害に備え、電力事業者において電力設備の耐災性を確保するとともに、災

害時に電力供給が途絶した場合も、防災拠点、避難所や医療機関等の機能維持に必要な

電力を早急に確保するため、平時から電力事業者と大規模災害を想定した災害発生時

の連絡体制、応急復旧対策等について連携の強化を図る。 

 

（防災拠点等への再エネ設備等の導入 ）【総務部・市民生活部・産業振興部・健康福祉

部】（２－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害により電力事業者が被災し、電力供給が途絶した場合も防災拠点や避

難所の機能を維持するため、従来の非常用発電機に加え、再生可能エネルギーと蓄電池

等を合わせた自立・分散型エネルギーの導入を図る。 

 

○ 大規模災害時、多数の避難者が想定される避難所及び福祉避難所として、安心して

避難生活できる環境を確保するため、施設の維持管理に努めるとともに、福祉避難所と

して機能が発揮できるよう、非常用電源（自家発電設備や再生可能エネルギー・蓄電池
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など）確保の整備を進める。 

 

 

４－３ 都市ガス・石油・LPガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能

の停止 

（燃料供給体制の構築）【総務部】 

○ 大規模災害時、電力供給ネットワークや石油・ＬＰガスサプライチェーンの機能停

止を防ぐため、県及び関係機関、事業者と連携のうえ燃料供給体制の構築を図る。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７、４－１、４－２に同掲載あり） 

○ 南海トラフ地震が発災した際に各地域への人命救助、物資輸送に必要なライフラ

インとしての役割を担う中九州横断道路の早期完成に向けて、関係機関に要請する。 

 

○ 各地域への救援物資の輸送を円滑に行うために、北熊本スマートインターチェン

ジや今後整備される合志インターチェンジにつながる主要幹線道路の 4 車線化の早期

完成を要請する。 

 

○ 災害時、国県道に車両が集中し交通混雑が予想されるため、市道に車両が侵入し、

緊急車両の通行及び地域の生活道路が混乱しないように、緊急輸送路の多重性（リダン

ダンシー）を確保するための迂回路等の整備を要請する。 

 

○ 市内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、市東西を結ぶ都市計画道路 

の計画的な整備を進めるとともに、御代志駅前広場をはじめとする交通結節点を整備

し、公共交通機関との連携を図りながら、物資輸送ルートの強化を図る。 

 

○ 国及び県有地における災害時の防災拠点としての機能を発揮するために、国及び
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県からの要請に基づき、国・県有地の施設活用等の協議を行う。 

 

 

４－４ 上下水道施設の長期間にわたる機能の停止 

（水道施設の耐震化等）【水道局】（２－１に同掲載あり） 

○ 水道施設の被災により飲料水の供給が長期間停止することを防止するため、アセ

ットマネジメント等を活用した施設の中長期的な更新計画を推進するとともに、水道

施設の耐震化を図る。 

 

（応急給水体制の整備）【水道局・総務部】 

○ 大規模災害時に、被災した水道施設の迅速な把握及び「熊本県市町村災害時相互応

援に関する協定」に基づき必要に応じた応援給水体制を確保するため、平時から担当部

局の連絡体制の確認、災害時に応援可能な資機材の情報共有に取り組む。 

 

（生活用水の確保）【総務部・市民生活部・教育委員会・健康福祉部】（２－８に同掲載

あり） 

○ 大規模災害時にトイレ等の生活用水を確保するため、住民に対し近隣にある井戸

の位置や使用の可否について事前に確認するよう啓発を図る。また、学校のプールの利

用について学校施設管理者とあらかじめ協議を行う等、生活用水の確保について事前

の備えを促進する。 

 

○ 各家庭において普段から風呂に水を貯める（幼児がいる家庭においては安全面に

留意）など、生活用水の確保について啓発を行う。 

 

○ 事業所等と大規模災害時の井戸水の提供に係る協定締結等の促進を図る。 
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（上水道ＢＣＰの策定）【水道局】 

○ 大規模災害時の上水道施設の被災による供給の長期停止を防止するため、事業継

続計画（ＢＣＰ）に基づいた取り組みを行う。 

 

（工業用水道施設の強靭化）【水道局・産業振興部】 

○ 工業用水道施設の被災による供給の長期停止を防止するため、耐震化や老朽化設

備の計画的な更新等を図る。 

 

（汚水処理施設の計画的な点検・調査と改築更新）【水道局】 

○ 大規模災害時の汚水処理機能の長期間にわたる機能停止を防止するため、合志市

下水道ストックマネジメント点検調査計画及び改築更新計画、並びに合志市農業集落

排水事業機能診断調査及び合志市農業集落排水事業最適整備構想に基づき、計画的な

点検・調査を行いながら、計画的に改築・更新を進め、施設の長寿命化と強靭化を図る。 

 

（下水道施設の耐震化）【水道局】 

〇 大規模災害時の汚水処理機能の長期間にわたる機能停止を防止するため、合志市

下水道事業経営戦略に基づき、下水道処理場・ポンプ場及び重要な幹線管渠の耐震化を

進め、施設の強靭化を図る。 

 

○ 災害時の避難所等における住民の生活・衛生環境の向上のため、避難所開設時に備

えてマンホールトイレ整備を図るとともに、仮設トイレのし尿を、被災していない下水

処理場等で受け入れる体制を事前に整える。 

 

（浄化槽の整備等）【水道局】 

○ 大規模災害時の汚水処理機能の長期停止を防止するため、単独浄化槽から合併浄

化槽への転換を促進するとともに、災害時の浄化槽の破損状況、使用可否、使用状況等

の把握を行い、その結果を基に浄化槽の早期復旧を行う体制（地理情報システム活用に
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向けた浄化槽台帳システムの改訂を含む）を構築する。 

 

（下水道ＢＣＰの充実）【水道局】（２－８に同掲載あり） 

○ 大規模災害時の下水道施設の被災による衛生悪化に伴う疫病・感染症等の発生を

防止するため、外部からの支援を受けて下水道施設の被災状況を迅速に確認する調査

体制を整えるとともに、下水道事業継続計画（ＢＣＰ）の充実を図り、下水を速やかに

排除・処理する体制を整える。 

 

 

４－５ 地域交通ネットワークが分断する事態 

（公共交通機関に係る情報体制の整備）【市長公室】（２－６に同掲載あり） 

○ 運行状況が大きく変化する災害時の公共交通機関の情報を、正確かつ迅速に把握・

発信するため、交通事業者との情報連絡体制の再構築及び情報発信体制の強化を図る。 

 

（従業員等の一斉帰宅抑制等の促進）【総務部・産業振興部】 

○ 大規模災害時、公共交通機関周辺での多数の帰宅困難者の発生が懸念されること

から、各事業所等において、従業員や顧客等が一斉に移動することを抑制するため、交

通機関の運行情報や家族の安否情報の確認、大雨・台風等が予想される場合の早期帰宅

等の対策を講じるよう要請する。 

 

○ 各事業所等において、帰宅困難者の職場での待機に必要な物資や資機材の備蓄を

要請する。 

 

（地域交通ネットワークの確保に向けた道路整備）【総務部・都市建設部・産業振興部】 

○ 県内各地域や集落間を結ぶ道路（農道、林道等含む）の計画的な整備を進めるとと

もに、橋梁等の耐震化、計画的な維持管理・更新を徹底する。併せて、物資輸送ルート

の早期啓開を図るため、建設関係団体等と連携し、啓開体制の構築を進める。 
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（沿道建築物の耐震化、通行空間の確保）【都市建設部】 

○ 大規模災害時の沿道建築物や電柱の倒壊による死傷者の発生、避難や救助活動等

の停滞を防止するため、特に緊急輸送道路沿いの建築物について、耐震診断、耐震改修

等を進める。 

 

（被災建築物等の迅速な把握）【都市建設部】 

○ 大規模災害時に損傷を受けた建築物の倒壊等による二次災害を防止するため、県

及び建築関係団体と連携し被災建築物の迅速な応急危険度判定等が実施できるよう、

人材の確保と育成を図る。 

 

 

（５）経済活動を機能不全に陥らせない 

 

５－１ サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力・経営執

行力低下による競争力の低下 

（事業者への直接支援とＢＣＰ策定促進）【産業振興部】 

○ 大規模災害後、事業者が中核事業を継続又は再開し、サプライチェーンの寸断等か

ら早期に復旧できるよう支援を行う。また、市内事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）策定

を促進するとともに、より実効性の高い産業別ＢＣＰへの改訂等を支援する。 

 

（金融機関や商工団体等との連携）【産業振興部】 

○ 大規模災害後、被災中小企業の事業再建を促進するため、金融支援及び経営支援が

円滑に実施されるよう、平時から金融機関や商工団体など経営支援機関との連携を図

る。また、中小企業への情報提供、相談窓口の設置、手続きの迅速化、被災中小企業の

状況に応じた適時の制度融資の改正を図るとともに、経営指導員の知識・ノウハウの習

得促進により商工団体のサポート力を強化し、相談支援体制の充実を図る。 
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（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７、４－１、４－２、４－３に同掲載あり） 

○ 南海トラフ地震が発災した際に各地域への人命救助、物資輸送に必要なライフラ

インとしての役割を担う中九州横断道路の早期完成に向けて、関係機関に要請する。 

 

○ 各地域への救援物資の輸送を円滑に行うために、北熊本スマートインターチェン

ジや今後整備される合志インターチェンジにつながる主要幹線道路の 4 車線化の早期

完成を要請する。 

 

○ 災害時、国県道に車両が集中し交通混雑が予想されるため、市道に車両が侵入し、

緊急車両の通行及び地域の生活道路が混乱しないように、緊急輸送路の多重性（リダン

ダンシー）を確保するための迂回路等の整備を要請する。 

 

○ 市内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、市東西を結ぶ都市計画道路 

の計画的な整備を進めるとともに、御代志駅前広場をはじめとする交通結節点を整備

し、公共交通機関との連携を図りながら、物資輸送ルートの強化を図る。 

 

○ 国及び県有地における災害時の防災拠点としての機能を発揮するために、国及び

県からの要請に基づき、国・県有地の施設活用等の協議を行う。 

 

 

５－２ 農地や農業用施設等の大規模な被災による農林水産業の競争力の

低下 

（農地・農業用施設の保全）【産業振興部】 

○ 地震や豪雨等に伴う農地や農業用施設の被害の防止又は軽減を図るため、ため池、

用排水路等、農地・農業用施設の計画的な整備、適切な維持管理を行う。 
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（災害時の集出荷体制の構築）【産業振興部】 

○ 大規模災害時の農作物や木材、特用林産物の出荷等を確保するため、広域的に選果

機能等を代替・利用する体制の構築に向けた関係機関の取り組みを支援するとともに、

農道の計画的な整備及び適切な維持管理を行う。 

 

（農業施設の耐候性等の強化）【産業振興部】（１－４に同掲載あり） 

○ 大規模災害時の農業施設の被災による施設園芸の競争力低下を防止するため、気

象災害に強い耐候性強化型ハウスの導入を促進する。 

 

（共済加入の促進）【産業振興部】（１－４に同掲載あり） 

○ 大規模自然災害が発生しても、農業経営の安定を図るため、農業災害補償制度がセ

ーフティネットとして十分な役割を果たすよう、農業共済加入を促進する。 

 

 

５－３ 金融サービス・郵便等の機能停止による市民生活・商取引等への甚

大な影響 

（事業者への直接支援とＢＣＰ策定促進）【産業振興部】（５－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害後、事業者が中核事業を継続又は再開し、サプライチェーンの寸断等か

ら早期に復旧できるよう支援を行う。また、市内事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）策定

を促進するとともに、より実効性の高い産業別ＢＣＰへの改訂等を支援する。 

 

 

５－４ 食料等の安定供給の停滞に伴う、生産活動への甚大な影響 

（災害時における給食センター及び各学校給食室の平常稼働）【教育委員会】（２－１に

同掲載あり） 

○ 施設の老朽化が進んでいる現状や、これから先も引き続き安全安心な学校給食を
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安定的に提供するために、施設の維持管理、整備・更新を進めて行く。 

 

（民間企業・他市町村・県・国等と連携した食料等の供給体制の整備）【総務部】（２－

１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時に食料等の物資を円滑に供給するため、民間企業や事業者団体と食

料や飲料水等の提供に係る協定を締結し、連携体制の整備を図るとともに、防災関係機

関や民間企業等との訓練を通じて供給体制の実効性を強化する。 

 

○ 大規模災害時に国等が行うプッシュ型の物資支援等により、物資集積拠点に配送

された支援物資を各避難所に円滑に届けるため、物流事業者等と連携するなど、その体

制を整備し、実効性を強化する。 

 

○ 大規模災害時に市の備蓄では不足する事態に陥っても、支援物資を避難所に供給

できるよう、供給体制の多重化、強化を図る。 

 

（家庭や事業所における備蓄の促進）【総務部】（２－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害時、物資の供給が再開されるまでの間に、市民及び事業者に対し、食物

アレルギー対応食品等を含め、必要な食料・飲料水等を確保するなど、備蓄の必要性に

係る啓発を行い、最低 3日分（推奨 1週間）の備蓄を促進する。 

 

（物資輸送ルートの確保に向けた道路整備）【都市建設部】（２－１、２－４、２－５、

２－７、４－１、４－２、４－３、５－１に同掲載あり） 

○ 南海トラフ地震が発災した際に各地域への人命救助、物資輸送に必要なライフラ

インとしての役割を担う中九州横断道路の早期完成に向けて、関係機関に要請する。 

 

○ 各地域への救援物資の輸送を円滑に行うために、北熊本スマートインターチェン

ジや今後整備される合志インターチェンジにつながる主要幹線道路の 4 車線化の早期
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完成を要請する。 

 

○ 災害時、国県道に車両が集中し交通混雑が予想されるため、市道に車両が侵入し、

緊急車両の通行及び地域の生活道路が混乱しないように、緊急輸送路の多重性（リダン

ダンシー）を確保するための迂回路等の整備を要請する。 

 

○ 市内における災害時の物資輸送ルートを確保するため、市東西を結ぶ都市計画道路 

の計画的な整備を進めるとともに、御代志駅前広場をはじめとする交通結節点を整備

し、公共交通機関との連携を図りながら、物資輸送ルートの強化を図る。 

 

○ 国及び県有地における災害時の防災拠点としての機能を発揮するために、国及び

県からの要請に基づき、国・県有地の施設活用等の協議を行う。 

 

 

５－５ 有害物質の大規模拡散・流出 

（有害物質の流出対策等）【市民生活部・産業振興部】 

○ 有害物質の大規模拡散・流出等による環境への悪影響を防止するため、あらかじめ

工場・事業場の情報を整理し、各分野において事故時の応急措置や環境調査に活用でき

るように準備するとともに、事故発生を想定したマニュアルを進めるなど、県及び事業

者と連携した取り組みを図る。 

 

（アスベスト対策）【市民生活部・都市建設部】 

○ 被災建築物におけるアスベスト建材の露出及び解体工事による、周辺へのアスベ

ストの飛散を防止するため、飛散性の高いアスベスト建材が使用されている可能性の

高い建築物のリストをあらかじめ整備する。また、工事従事者の暴露防止のための防

じんマスクの備蓄を促進する。 
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（ＮＢＣ災害に対応する資機材の整備）【市民生活部】 

○ 大規模災害の発生に伴う有害物質等の大規模拡散・流出による環境への悪影響を

防止するため、消防及び警察において核、生物、化学物質による特殊災害（ＮＢＣ災

害）に対応する資機材の整備を要請する。 

 

 

５－６ 農地・森林や生態系等の被害に伴う荒廃・多面的機能の低下 

（農業生産基盤の整備及び保全管理）【産業振興部】 

○ 農地等の荒廃による大規模災害の被害拡大を防止するため、農業生産基盤を計画

的に整備し、農業生産活動を維持するとともに、農業生産基盤の保全管理を図ることに

より、農業・農村が有する洪水防止等の多面的機能を適切に維持・発揮させる。 

 

（鳥獣被害対策の推進）【産業振興部】 

○ 鳥獣被害による農地・森林等の荒廃により、大規模災害時の被害が拡大することを

防止するため、県及び関係団体と連携し、地域住民が主体となった「被害防除」「環境

整備」「有害鳥獣捕獲」等の総合的な対策に取り組む「地域ぐるみの鳥獣被害対策」を

進める。 

 

（適切な森林整備の推進）【産業振興部】 

○ 台風や集中豪雨等による山地崩壊等の防止や洪水調節など森林が持つ多面的機能

を確保するため、伐採跡地の再造林や間伐等の適切な森林整備を進める。 

 

（山地・土砂災害対策の推進）【産業振興部・都市建設部】 

○ 森林の荒廃による大規模災害の被害拡大を防止するための計画的な整備を推進す

る。 
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（中山間地域の振興）【産業振興部】 

○ 多面的かつ公益的な機能の維持・活性化を図るため、中山間地域の多面的機能の普

及啓発、地域リーダーの育成、地域住民等が主体となって行う地域コミュニティの維持

等の取り組みを支援する。 

 

 

（６）社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を

整備する 

 

６－１ 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に

遅れる事態 

（災害廃棄物処理体制等の構築）【市民生活部】 

○ 大規模災害時における災害廃棄物の処理を円滑に行うため、県から提供される災

害廃棄物の発生量の推計や処理方法などに基づき、災害廃棄物処理計画の策定を行う。 

 

○ 迅速かつ適正に災害廃棄物の処理が行えるよう、災害廃棄物の発生量の推計をも

とに仮置場候補地の選定を事前に行う。 

 

○ 大規模災害時に、損壊家屋の撤去等や大量に発生する災害廃棄物の処理を促進す

るため、他市町村及び関係団体等と廃棄物処理に関する協定を締結するなど、相互協力

体制の構築を図る。 

 

 

６－２ 自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地

域合意の欠如等により、復興が大幅に贈れる事態 

（建設関係団体との連携による応急復旧体制の強化）【都市建設部】 

○ 大規模災害時の道路啓開等の停滞を防止するため、災害時支援協定を締結してい
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る建設関係団体との連携体制を強化し、災害の発生を想定した訓練等を実施する。 

 

（災害ボランティアとの連携）【健康福祉部】 

〇 大規模災害時、市とボランティア関係団体が連携して被災者支援等に取り組める

よう、連携ガイドラインを作成し、ボランティア関係者の受入を前提とした連携体制の

構築を図る。 

 

 

６－３ 復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、

NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足等により復

興できなくなる事態 

（学校における人材の育成）【教育委員会】 

○ 大規模災害時、円滑な災害対応ができるよう、避難所運営の協力や応急教育などの

専門的知識を有する人材を育成する。 

 

（罹災証明書の速やかな発行）【総務部・市長公室・市民生活部】 

○ 大規模災害時に罹災証明書を速やかに発行できるよう、平時から県が実施する住

家被害認定調査に関する研修に参加する。 

 

〇 デジタルを活用し、災害時における個人確認の迅速化・高度化を図る。 

 

（被災建築物等の迅速な把握）【都市建設部】（４－５に同掲載あり） 

○ 大規模災害時に損傷を受けた建築物の倒壊等による二次災害を防止するため、県

及び建築関係団体と連携し被災建築物の迅速な応急危険度判定等が実施できるよう、

人材の確保と育成を図る。 

 

 



102 

（被災文化財の復旧及び埋蔵文化財発掘調査を行う体制の整備）【教育委員会】 

○ 大規模災害時、早期に文化財の被害状況を把握し復旧を行うため、文化財の保存修

復等の専門的知識や技術を持つ人材を確保・育成する。 

 

○ 大規模災害後、復興に向けた住宅等の建替えが円滑に進むよう、埋蔵文化財発掘調

査等に必要な専門的知識や技術を持つ人材を確保・育成する。 

 

 

６－４ 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復

興が大幅に遅れる事態 

（罹災証明書の速やかな発行）【総務部・市長公室・市民生活部】（６－３に同掲載あり） 

○ 大規模災害時に罹災証明書を速やかに発行できるよう、平時から県が実施する住

家被害認定調査に関する研修に参加する。 

 

○ デジタルを活用し、災害時における個人確認の迅速化・高度化を図る。 

 

（応急仮設住宅の迅速な提供）【都市建設部・健康福祉部】 

○ 住家を失った被災者が、住まいを含めた生活再建を進められる状況を整えるため、

一時的な住居となる応急仮設住宅を迅速に確保できるよう、様々な災害を想定した建

設型仮設住宅の候補地をあらかじめ定め、住民との合意形成を促進するとともに、民間

賃貸住宅を活用する借上型仮設住宅の円滑な制度運営に備えて、平時から運営体制を

整備し、業務マニュアル、事業スキーム等について不動産団体等との情報共有を図る。 

 

（地籍情報の管理）【都市建設部】 

○ 大規模災害後、被災者の生活再建が迅速に進むよう、地籍情報を適正に管理し、土

地境界等の確認ができるように整備する。 
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（地震保険加入率の向上）【総務部】 

○ 大規模災害時の被災者の住宅再建が迅速、円滑に進むよう、地震保険制度の周知・

啓発を図る。 

 

（災害ボランティアとの連携）【健康福祉部】（６－２に同掲載あり） 

〇 大規模災害時、市とボランティア関係団体が連携して被災者支援等に取り組める

よう、連携ガイドラインを作成し、ボランティア関係者の受入を前提とした連携体制の

構築を図る。 

 

（相談体制の整備）【健康福祉部】 

○ 大規模災害時に市民からの各種相談に対応できるよう、協定団体等による相談対

応やＳＮＳ等の多様な手段による情報提供を行う体制を整備する。 

 

（金融機関や商工団体等との連携）【産業振興部】（５－１に同掲載あり） 

○ 大規模災害後、被災中小企業の事業再建を促進するため、金融支援及び経営支援が

円滑に実施されるよう、平時から金融機関や商工団体など経営支援機関との連携を図

る。また、中小企業への情報提供、相談窓口の設置、手続きの迅速化、被災中小企業の

状況に応じた適時の制度融資の改正を図るとともに、経営指導員の知識・ノウハウの習

得促進により商工団体のサポート力を強化し、相談支援体制の充実を図る。 

 

６－５ 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティーの崩壊等に

よる有形・無形の文化の衰退・損失 

（地域における共助の推進）【総務部】 

○ 大規模災害時に、市と地域の間で情報を共有し、適切な災害対応が行われるよう、

自主防災組織との連携強化や自治会等の活動の強化、地域防災リーダー（防災士）の育

成などの充実を図る。 
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（自主防犯・防災組織等のコミュニティ力の強化）【総務部】 

○ 自主防犯組織等の防犯活動の強化を図るため、防犯講話や装備資器材の整備充実

等の支援を行う。 

 

（地域と学校の連携）【教育委員会】 

○ 大規模災害時、避難所となる学校の混乱を回避するため、学校において、地域と連

携した防災システムの構築や避難訓練の実施を図るとともに、こどもたちの地域にお

ける防災活動への参加を促し、学校と地域の連携協働体制を強化する。 

 

（地域コミュニティの維持）【総務部・健康福祉部】 

○ 災害時の共助を担う地域コミュニティの崩壊や機能低下を防ぐため、地域住民等

が主体となって行う地域コミュニティの維持に係る取組みを支援する。 

 

○ 大規模災害からの復旧・復興過程において、一時的な地域コミュニティの崩壊によ

り、被災者が孤立することを防止するため、平時からの民間事業者との協定の締結、民

間ボランティア団体との連携など、被災者の見守りに資する体制の構築を図る。 

 

（消防団における人員の確保、資機材の整備促進）【総務部】（１－２、２－４に同掲載

あり） 

〇 地域の防災力の強化を図るため、商工関係団体等への情報提供や協議等により消

防団活動に対する企業等の理解を促すとともに、転入者の新規入団の促進を図る他、能

力や実情に応じて特定の活動のみ参加する機能別消防団員（退団ＯＢの活用や学生消

防団員含む）の創設等も含め、他市町村や消防協会等と連携した消防団員の確保・支援

対策に取り組む。 

また、消防団の災害対応力向上のため、県による補助や国の無償貸与制度及びその他

各種団体等の寄贈事業等を活用した資機材の整備を促進する。 
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６－６ 道路や橋梁、鉄道等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅

に遅れる事態 

（迅速な復旧・復興に向けた道路整備）【都市建設部】 

〇 市内における災害時の復旧・復興の停滞を防止するため、市内を結ぶ道路の計画的

な整備を進めるとともに、橋梁の耐震化、計画的な維持管理・更新を徹底する。併せて、

物資輸送やライフライン復旧に必要なルートの早期啓開を図るため、建設関係団体等

と連携し、啓開体制の構築を推進する。 

 

（迅速な復旧・復興に向けた鉄道整備）【市長公室】 

○ 大規模災害時の鉄道施設の被災による復旧・復興の停滞を防止するため、国、県や

交通事業者と連携しながら、鉄道施設の耐震化をはじめ、耐災性の強化に向けた取り組

みを進めるとともに、地域鉄道が被災した場合、早期復旧や代替する公共交通の確保に

取り組む。 

 

（災害時の交通安全対策）【総務部】 

〇 大規模災害時、交通事故の多発や大渋滞を防止するため、平時から迅速な道路交通

情報の把握や提供を行う体制を整えるとともに、交通安全教育の推進を図る。 

 

 

６－７ 風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等によ経済等

への甚大な影響 

（正確かつ迅速な情報収集・伝達体制の整備）【総務部・産業振興部】 

○ 大規模災害時に風評被害の拡大を防止するため、警察・消防や関係機関と連携して、

正確な情報の収集や様々な手段による発信に努める。 


